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     平成２２年第１回大台町議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招集の年月日 

  平成２２年３月８日（月） 

２．招 集 の 場所 

  大台町議会議場 

３．開 会 

  ３月８日（月） 

４．応 招 議 員 

１番 堀 江 洋 子 君 ２番 廣 田 幸 照 君 

３番 山 本 勝 征 君 ４番 小 林 保 男 君 

５番 大 西 慶 治 君 ６番 直 江 修 市 君 

７番 元 坂 正 人 君 ８番 濱 井 初 男 君 

９番 村 田 佶 康 君 １０番 小 野 恵 司 君 

１１番 前 田 正 勝 君 １２番 中 西 康 雄 君 

１３番 上 岡 國 彦 君 １４番 伊 藤 勇三郎 君 

５．不 応 招 議 員 

な し 

６．出 席 議 員 数 

  １４名 

７．欠 席 議 員 

  な し
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８．地方自治法第 １２１条の規定により説明の為出席した者の職氏名 

町 長 尾上 武義 君 副 町 長 余谷 道義 君 

総 務 課 長 高西 立八 君 企 画 課 長 東  久生 君 

 会計管理者 上野 拓治 君 町民福祉課長 尾田 秀樹 君 

生活環境課長 鈴木 好喜 君 税 務 課 長 立井 靖樹 君 

建 設 課 長 高松 淳夫 君 産 業 課 長 野呂 泰道 君 

健康ほけん課長 大滝 安浩 君 総合支所長 戸川 昌二 君 

大杉谷出張所長 寺添 幸男 君 教 育 課 長 鈴木  恒 君 

報徳病院事務長 尾上  薫 君 監 査 委 員 中井  裕 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 西山 幸也 君 同 書 記 北村 安子 君 

１０．会議録署名議員の氏名 

３番 山 本 勝 征 君 ４番 小 林 保 男 君 

１１．町長提出の議案の題目 

議案第 ９号 大台町放課後児童クラブ施設条例の制定について 

議案第１０号 大台町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

議案第１１号 大台町長及び副町長の給料及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例について 

議案第１２号 大台町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例について 

議案第１３号 大台町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

について 

議案第１４号 大台町みんなで育む心豊な環境づくり条例の一部を改正する

条例について 

議案第１５号 大台町簡易水道給水条例の一部を改正する条例について 

議案第１６号 平成２２年度大台町一般会計予算 



 

3 

議案第１７号 平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１８号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計予算 

議案第１９号 平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

議案第２０号 平成２２年度大台町老人保健事業特別会計予算 

議案第２１号 平成２２年度大台町介護保険事業特別会計予算 

議案第２２号 平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会計予算 

議案第２３号 平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２４号 平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計予算 

１２．議員提出の議案の題目 

発議第１号 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書    

１３．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長施政方針説明 

日程第 ５ 議案第 ９号 大台町放課後児童クラブ施設条例の制定につい

て 

日程第 ６ 議案第１０号 大台町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第１１号 大台町長及び副町長の給料及び旅費等に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第１２号 大台町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等

に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第１３号 大台町福祉医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１０ 議案第１４号 大台町みんなで育む心豊な環境づくり条例の一

部を改正する条例について 
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日程第１１ 議案第１５号 大台町簡易水道給水条例の一部を改正する条例

について 

日程第１２ 議案第１６号 平成２２年度大台町一般会計予算 

日程第１３ 議案第１７号 平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会計予

算 

日程第１４ 議案第１８号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計予算 

日程第１５ 議案第１９号 平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算 

日程第１６ 議案第２０号 平成２２年度大台町老人保健事業特別会計予算 

日程第１７ 議案第２１号 平成２２年度大台町介護保険事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第２２号 平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会計

予算 

日程第１９ 議案第２３号 平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別会計

予算 

日程第２０ 議案第２４号 平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計

予算 

  日程第２１ 一般質問 

         通告１  山 本 勝 征 議員 

         通告２  中 西 康 雄 議員 

         通告３  濱 井 初 男 議員 

         通告４  元 坂 正 人 議員 
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                                 （午前  ９時００分） 

  開会の宣言 

 

○議長（大西 慶治君） おはようございます。定刻となりましたので、ただいま

から、平成２２年第１回大台町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

  説明のための出席者 

 

○議長（大西 慶治君） 地方自治法第１２１条の規定により、出席された方々の

職、氏名は、尾上町長、余谷副町長、上野会計管理者、高西総務課長、立井税務課

長、大滝健康ほけん課長、尾田町民福祉課長、東企画課長、鈴木教育課長、鈴木生

活環境課長、野呂産業課長、高松建設課長、尾上病院事務長、寺添大杉谷出張所長、

戸川総合支所長、以上です。 

 また、中井代表監査委員さんには何かとお忙しいところ御出席いただき、誠にあ

りがとうございます。よろしくお願いをいたします。 

 

   議事日程の報告 

 

○議長（大西 慶治君） 本日の議事日程は、お手元にお配りのとおりです。 

 日程については、去る３月１日に開催された議会運営委員会で協議された議会の

進め方について、事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（西山 幸也君） おはようございます。 

 平成２２年第１回定例会の進め方について、御説明申し上げます。 

 お手元に配布の審議の予定表をご覧ください。 
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 会期につきましては、本日８日から１９日までの１２日間とさせていただきます。 

 次に、審議の予定でございますが、本日このあと会議録署名議員の指名、会期の

決定、諸般の報告に続きまして、町長施政方針及び予算の主要事項説明をしていた

だきます。 

 なお、予算説明も兼ねており、長時間となりますので、適宜休憩をとりたいと考

えております。 

 次に、議案第９号から議案第１４号につきまして、提案説明をいただきます。 

 議案第１５号につきましては、提案説明の後、所管の産業建設常任委員会に付託

または議案第１６号から第２４号までは町長の予算説明がございますので、提案の

みとし、総務教育民生常任委員会に付託し、連合審査会をお願いいたします。 

 次に、発議第１号につきましては提案から採決まで行っていただきます。 

 今定例会には、９名の方から一般質問の通告をいただいておりますので、本日４

名の方から一般質問を行っていただき、散会の予定でございます。本会議終了後に

産業建設常任委員会を開催予定ですので、委員及び議長は委員会室に御参集をお願

いします。 

 ９日は、中学校卒業式のため休会とさせていただきます。 

 １０日は、本会議を再開し、５名の方から一般質問を行っていただきます。 

 １１日は、議案等調査のため本会議は休会でございますが、産業建設常任委員会

開催の予定です。委員長及び議長また説明のため関係執行部の出席もお願いする予

定です。 

 １２日につきましては、本会議は休会でございますが、予算の連合審査会を開催

しますので、全員、御参集ください。なお、審査会が１２日中に終了するようでご

ざいましたら、引き続き総務教育民生常任委員会を開催させていただきます。 

 １３日から１４日は、議案等調査のため休会とさせていただきます。 

 １５日は、休会とさせていただきますが、１２日に開催されます予算連合審査会

が終了しない場合の予備日とさせていただきます。 

 １６日は休会で、１７日は本会議を再開し、議案第９号から議案第１４号につき
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まして、質疑から採決までお願いいたします。 

 次に、議案第１５号は産業建設常任委員会委員長から、議案第１６号から議案第

２４号につきましては総務教育民生常任委員会委員長から、委員長報告をいただき、

報告から採決までお願いします。 

 また追加議案が提出される予定でありますので、その提案説明も行っていただき

ます。 

１８日は、小学校卒業式のため休会とさせていただきます。 

 １９日は、本会議を再開し、各委員会の継続調査の議決をいただいた後、追加議

案の質疑から採決までお願いします。 

 以上で、閉会の予定でございますが、それぞれの日程におきまして、議事の進行

上、会議が午後５時を過ぎると認められる場合は、事前に時間延長手続きをとりな

がら進めてまいりたいと思います。ご理解いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

 

  会議録署名議員の指名 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって 

   ３番  山 本 勝 征 議員 

   ４番  小 林 保 男 議員 

を指名します。 

 

  会期の決定 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第２「会期の決定の件」を議題とします。 

 お諮りします。 
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 本定例会の会期は、本日から３月１９日までの１２日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西 慶治君）異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１９日までの１２日間に決定しました。 

 

  諸般の報告 

 

○議長（大西 慶治君）日程第３「諸般の報告」を行います。 

 なお議会内の役員改選がありました２月１８日以前に開催されました会議の出席

議員名の役職につきましては、私を除きその当時の関連する役職に、「前」をつけ

て報告をさせていただきます。 

１１月２６日、平成２１年第２回三重県市町職員退職手当組合議会定例会が津市

で開催され、中西前議長が出席しました。 

同日平成２１年第２回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会が津市で開催さ

れ、中西前議長が出席しました。 

１２月３日、平成２１年第２回奥伊勢広域行政組合議会定例会が奥伊勢クリーン

センターで開催され、中西前議長と中谷前副議長が出席しました。 

１２月４日、平成２１年第２回松阪飯多農業共済事務組合臨時会が多気町で開催

され、濱井前産業建設常任副委員長と私が出席しました。 

１２日１１日、平成２１年第２回紀勢地区広域消防組合議会定例会が奥伊勢クリ

ーンセンターで開催され、中西前議長と松原前総務教育民生常任委員長が出席しま

した。 

１２月２５日、平成２１年第２回宮川福祉施設組合議会定例会が、大台町役場で

開催され、堀江議員と前田議員が出席しました。 

１月１５日、三重県町村議会議長会理事会が津市で開催され、中西前議長が出席し

ました。 
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 ２月２日 平成２２年第１回香肌奥伊勢資源化広域連合議会定例会が多気町で開

催され、濱井前産業建設常任副委員長と私が出席しました。 

 ２月５日、三重県町議会議長会正副会長会及び理事会が津市で開催され、中西前

議長が出席しました。 

 ２月２２日 三重県町村議会議長会理事会が津市で開催され、私が出席しました。 

同日、平成２２年第１回後期高齢者医療広域連合議会定例会が津市で開催され、

私が出席しました。 

２月２３日、報徳病院運営協議会が報徳病院で開催され、堀江総務教育民生常任

委員長と上岡副委員長が出席しました。 

２月２４日、平成２２年第１回奥伊勢広域行政組合議会臨時会と県議会との意見

交換会が奥伊勢クリーンセンターで開催され、山本副議長と私が出席しました。同

日、平成２２年第１回紀勢地区広域消防組合議会臨時会が奥伊勢クリーンセンター

で開催され、堀江総務教育民生常任委員長と私が出席しました。 

２月２５日、国民健康保険運営協議会が役場で開催され、堀江総務教育民生常任

委員長、上岡副委員長、小林議員が出席しました。 

２月２６日、平成２２年第１回松阪飯多農業共済事務組合議会定例会が多気町で

開催され、濱井産業建設常任委員長と元坂議員が出席しました。 

３月４日、平成２２年第１回宮川福祉施設組合議会定例会が役場で開催され、村

田議員と小野議員が出席しました。 

 以上の会議等の資料につきましては、改選後、開催された会議の議事日程や事項

所の写しをお手元に配布しましたので、ご覧いただきたいと思います。 

 また、監査委員より、１１月、１２月、１月分の例月出納検査結果報告が提出さ

れております。お手元にその写しを配布しましたので、これについてもご覧いただ

きたいと思います。 

○議長（大西 慶治君）これで、諸般の報告を終わります。 

 

  町長施政方針説明 
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○議長（大西 慶治君） 日程第４ 「町長施政方針説明」を行います。 

 町長。 

○町長（尾上 武義君） おはようございます。 

ただいまから平成２２年度の町長の施政方針及び主要事項の説明を行わせていた

だきます。 

平成２２年第１回大台町議会定例会の開会にあたり町政運営に対する私の所信を

申し上げ、町議会をはじめ、町民の皆様の深いご理解と御協力をお願い申し上げま

す。 

私が、平成１８年に町村合併により誕生した新「大台町」の町長に就任し、早い

もので４年の歳月が過ぎました。この間、私は、ひたすら町民の皆様の思いに耳を

傾け、暮らしの安全・安心、福祉の向上など、町の発展を願いながら、「町民が主

役のまちづくり」を町政運営の基本理念として、町の舵取りを担ってまいりました。 

このたびの町長選挙におきましては、多くの町民の皆様から温かいご支援とご厚情

をいただき、無投票で町政２期目の重責を担うこととなりました。  

これまで進めてまいりましたまちづくりについて、町民の皆様から一定の評価を

いただいたものと考えておりますが、決して白紙委任をしていただいたとは思って

おりません。ご批判の声にも真摯に耳を傾け、「自然と人びとが幸せに暮らすま

ち」の実現をめざして、新たな決意と情熱を持って、全力で町政運営に取り組んで

まいります。 

１期目の４年間は、厳しい財政状況や複雑多様化する行政ニーズへの対応など町

政を取り巻く環境が極めて厳しい中、就任直後に、町民の皆様との協働により策定

いたしました「第一次大台町総合計画」に基づき、「美しい環境のまちづくり」、

｢産業振興と交流のまちづくり｣、「いきいき健康・福祉のまちづくり」、「教育・

文化振興のまちづくり」、「安全・安心のまちづくり」の５つのまちづくりの実現

に向けて、全力で職務の遂行にあたってまいりました。まだまだ課題は残されてお

りますが、合併後の国の合併特例支援対策や過疎債を活用して、保育所の統合、学
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校や橋りょうなど公共施設の耐震化、防災行政無線の整備など、数多くの重要かつ

緊急的な課題の解決に、一定の前進が図られたのではないかと考えております。 

今、我が国は、円高、デフレ、株安など、引き続き厳しい経済環境に置かれてお

ります。景気後退による経済と雇用への打撃に加え、急速に進む人口減少や少子高

齢化の波の中で、社会保障や福祉にかかる経費の増大などにより、地方の経済産業

は年々深刻な事態となってきております。 

国においては、昨年夏の衆議院選挙において民主党が過半数を制し、政権交代が

現実のものとなりました。新政権には、経済の建て直し、雇用、社会保障等の緊急

かつ重大な問題が山積されておりますが、新年度予算案が議論されており、新政権

の政策、新政権が目指す社会の具体像が少しずつ見えてきたように思います。また、

新政権においては、活力に満ちた地域社会をつくるため、地域主権の実現に努める

ことを表明しており、新たな政策の議論や検討が続けられております。今後、町政

の運営にどのような影響が出てくるのか、その動向を注視し、あらゆる機会を捉え

て、地方の声を国政に届けてまいります。 

このように非常に厳しい状況の中、大台町の将来のために、今、なすべきことを

一つひとつ確実に実施していく必要があります。私は、２期目の町政運営にチャレ

ンジするにあたり、「町民が主役で地域が主体のまちづくり」を基本理念として、

とりわけ次の７つの政策課題を掲げ、町民の皆様とともに「自然と人びとが幸せに

暮らすまち」の実現を目指し、なお一層の努力と施策の着実な推進に全力を尽くし

ます。 

まず一つめは、「地域資源を活用した産業振興」であります。野菜、お茶、シイ

タケ、水など町の地域資源のブランド化などを進め、販路拡大に努めるとともに、

地域資源を活かした産業振興を進めてまいります。 

二つめは、「森林の整備」であります。木材の搬出に伴う低コスト化を促進する

ため、Ｈ型集材方式を導入するなど、森林の利用間伐を進め、町の貴重な財産であ

る森林の保全、育成を進めてまいります。 

三つめは、「大台地域簡易水道統合事業の推進」であります。私たちの日常生活
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に直結し、その健康を守るために欠くことのできない大切な飲料水を安定的に確保

するため、水道施設の整備を進めてまいります。 

四つめとして、「地域医療の確保」であります。命を守る取り組みが最優先課題

であると考え、地域医療を守るため、大台厚生病院の経営努力を促しつつ、存続に

向け努力してまいります。 

五つめは、「子ども医療費公費負担の対象年齢の拡大」であります。子どもたち

の健やかな成長を願い、子ども医療費公費負担の対象を中学校卒業まで拡大いたし

ます。 

六つめは、「中学校給食の実現」であります。将来の大台町を担う子どもたちの

ため、教育環境を整備充実するとともに、中学校の給食施設の整備の実現に向け努

力してまいります。 

最後に七つめは、「協働によるまちづくりの推進」であります。町民の皆様との

協働によるまちづくりを推進するため、情報公開をさらに進めるとともに、暮らし

の身近な課題を住まいの近くで解決できるよう支所、出張所の機能を充実してまい

ります。 

以上のように、多額の支出を要する事案が数多くございますが、町民の皆様が真

に必要としている行政サービスを提供し、住みよいまちづくりを進めていくために

は、時代の流れを的確に捉え、将来を見据えた地域経営が担えるよう、職員の政策

形成能力の向上に努めるとともに、なお、一層の行政のスリム化と効率的な行財政

運営を進め、大台町の発展に尽くしてまいります。何卒、今後とも議員各位、町民

の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

続きまして、平成２２年度の予算編成の基本的な考え方とあらましについてご説

明申し上げます。 

本年度は、第一次大台町総合計画の前期基本計画、平成１９年度から平成２３年

度も残すところ２年となり、「自然と人びとが幸せに暮らすまち」の実現に向けて

着実に事業を推進していく年度でございます。平成２１年度は、国の一連の緊急経

済対策を受け、予算化させていただきました日進公民館整備、三瀬谷地区学童保育



 

13 

施設整備、小中学校施設の整備などの大型事業は、平成２２年度へ繰り越しさせて

いただき実施してまいります。また、平成２２年度当初予算につきましては、本来

であれば骨格予算となるところでございますが、町長選挙の結果により事業の継続

性が担保されたことから通常の予算編成を行っております。 

町政懇談会などで頂戴しました御意見ご要望を尊重し、町民の暮らしの安全に関

する施策や、健康・福祉分野、次世代を担う子どもたちにかかわる教育・子育て支

援に切れ目なく、またきめ細かく取り組むため、平成２１年度２月補正予算と平成

２２年度予算を一体とした予算編成を行なったところでございます。具体的には、

大台地域の水道水確保のため、本年度が事業期間の初年度となります統合簡易水道

事業、大杉谷地域で取り組んでおります地域づくりを領内地域においても積極的に

進めるため集落再生対策に資する経費などを計上いたしました。また、地域医療確

保のため報徳病院に対する運営補助金の増額、小学校就学前までであった医療費助

成を９月から中学校卒業まで引き上げるための予算、国の施策による子ども手当て

についても所要の経費を計上しております。 

なお、平成２２年度の財政見通しは、歳入では、地方交付税の増額が見込まれる

ところではございますが、景気低迷の中で、町税収入の伸びが期待できないことに

加え、財政調整基金等の基金残高が少なく、歳入の確保については非常に困難な状

況にあります。一方、歳出面では、平成２２年度２月補正予算におきまして「きめ

細かな臨時交付金事業」として約２億円の事業を前倒しさせていただいたところで

ございますが、特別会計への繰出金の増、扶助費の増など歳出圧力は、年々高まっ

ておるところでございまして、不足する財源については財政調整基金を取り崩すこ

とといたしております。 

平成２２年度主要事項につきまして、第一次大台町総合計画の５つの基本目標別

にご説明を申し上げます。 

先ず、「美しい環境のまちづくり」といたしましては、全国に誇れるすばらし

い自然環境を守っていくために、森林の持つ公益的機能を高めることが重要であり、

森林の適正な管理を計画的に進めていく必要があります。また、生活用水、生活排
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水やゴミ、道路などの生活環境の向上も欠かせません。森林の保全と町民の皆様方

が安心して暮らせる生活環境づくりに向け、地域の環境整備に努めてまいります。 

環境衛生につきましては、環境関連条例を柱として、生活排水処理対策及びゴミ

処理対策等の充実を図るとともに、地球温暖化対策について行政の身近なところか

ら省エネルギーの対策に取り組んでまいります。 

生活排水処理対策につきましては、快適な生活環境の確保と、水質浄化を図り、

｢清流日本一の宮川」を守っていくために、皆様方の御理解と御協力をいただきな

がら浄化槽市町村整備推進事業を進めております。 

生活用水では、将来にわたり安全で良質な水の安定供給を図るため、平成２２年

度より簡易水道統合整備事業に着手します。日進・川添地区につきましては、三重

県南勢水道から給水を受け、平成２７年度の供用開始を目標に進めてまいります。

また、三瀬谷地区については、宮川地域の春日谷川を水源として事業を進め、平成

２９年度の供用開始を目標に事業を進めてまいります。 

ゴミ処理対策といたしましては、生活様式の向上により、ゴミの量が増加する中、

資源循環型の社会づくりを推進するため、区単位で設置した古紙のストックヤード

の一層の活用を奨励してまいります。家庭から出る生ごみの減量対策といたしまし

ては、生ごみ処理機等を使用した堆肥作りを進め、出来た堆肥で野菜を作り、また

堆肥化するというリサイクルの輪を広げていきます。粗大ごみにつきましても施設

を充実させ、リサイクル、リユースを行いながら、より一層の資源化に向けた取り

組みを進めてまいります。また、ゴミの不法投棄対策として、今年度も環境パトロ

ールを強化し、「ゴミの不法投棄を許さない町」として取り組んでまいります。 

 建設事業につきまして、町が管理する道路や河川、林道の維持修繕、改良等を行

なってまいります。平成２１年度で予算化しました神瀬宮ノ裏線第４踏切移転拡幅

工事にかかるＪＲへの負担金と踏切前後の道路改良工事費につきましてはＪＲと協

議の結果、平成２２年度へ繰越をさせていただき、平成２３年３月に完成する予定

でございます。 

町道の橋梁につきましては、平成１９、２０年度で実施しました橋梁耐震調査に
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基づき、順次耐震補強工事を行なっているところで、平成２２年度は深谷橋、若山

橋、栃原橋の耐震補強工事を実施したいと考えております。また、新宮川橋の架け

替えにつきましては、平成２１年度で橋梁撤去工事を発注し、平成２２年度は橋台

２基の整備を進めてまいります。 

次に県が管理を行う道路でございますが、町内を走る国道４２２号と県道が１６

路線ございます。この道路は、地域住民の生活道路、国道４２号へのアクセス道路

として重要な路線であります。現在、国道４２２号、県道大台宮川線、大台ケ原線、

相鹿瀬大台線、高奈上三瀬線等改良が進められておりますが、他の路線におきまし

ても、幅員が狭く、見通しの悪い箇所があるため、今後も引き続き県及び関係機関

に早期整備されるよう要望してまいります。 

 林道事業では、平成２２年度国の経済対策により、予算化させていただいた林道

５路線の舗装、法面、橋梁整備は平成２２年度へ繰越させていただき、実施いたし

ます。地籍調査事業につきましては、佐原、柳原牧ノ谷で調査に取り組んでまいり

ます。 

次に「産業振興と交流のまちづくり」といたしましては、自然と調和した特色

ある農林水産業が持続的に発展し、地域資源を生かした商工業や集客交流が活発化

するためにも、今ある資源を掘り起こしするなど、町民の皆様が主体となった産業

振興と交流のまちづくりを進めます。 

農業につきましては、食の安全安心が懸念される中、農地の有効活用を図り、一

層の地産地消を進めてまいりたいと考えております。まず、最重要課題であるニホ

ンザル・イノシシ・ニホンジカなどの獣害対策については、個体数調整、防除の両

面から前年度以上に積極的な取り組みを行ってまいります。 

さらに、継続して農地・水・環境保全向上対策事業や新たな県営中山間地域総合

整備事業並びにふるさと農道緊急整備事業により、農地の保全や多面的機能の向上、

そして営農活動等の支援を行うとともに、町のブランド産品である大台茶や松阪牛

についても、更なる地位の確立を図ってまいります。 

林業につきましては、美しい森林づくり基盤整備交付金を活用して、積極的な間
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伐事業を展開しておりますが、環境林については、従来通り森林環境創造事業によ

る強度間伐の実施と森林再生二酸化炭素吸収量確保対策事業などの補助事業を有効

に活用し、森林の持つ公益的機能の向上を図ってまいります。また、持続可能な森

林経営を構築するため、作業の効率化を目指した現地研修会を宮川森林組合、フォ

レストファイターズを中心に開催し、新しい搬出方法として、Ｈ型集材等の技術習

得や人材育成等のソフト事業も推進してまいります。生産林につきましては、作業

効率を高めるために、集団施業や高性能林業機械による搬出経費の削減、作業路の

開設を積極的に推進し、本来の林業の姿を取り戻してまいりたいと考えております。 

商工観光につきましては、昨年開所いたしました観光協会を中心に観光振興によ

る活性化を積極的に進めるとともに、地域の皆様が主体の交流促進事業を支援し、

地域が一体となった観光行政を目指してまいります。また、厳しい雇用情勢に鑑み、

ふるさと雇用再生特別基金事業や緊急雇用創出事業を活用し地域における雇用の創

出を図ってまいります。また、本年度は大台町をより強く町内外に発信するため、

マスコットキャラクターの「チャミー」と「宮坊」の着ぐるみを製作してまいりた

いと考えております。親しみやすいこのマスコットキャラクターを使ってメディア

等でアピールし、その中で大台町のよさが紹介できれば、町民の皆様の自信や誇り、

そして希望へとつながるのではないかと考えております。 

次に、「いきいき健康・福祉のまちづくり」といたしましては、すべての町民の

皆様が共に支えあい、安心して生活できる心の通う健康・福祉のまちづくりを実現

するため、保健・福祉・医療の連携強化とその一体的な推進を図り、いつまでも住

み慣れた地域で、家族や友人といきいき暮らせるまちづくりを進めたいと考えてお

ります。まず、健康づくりにつきましては、今まで実施してまいりました各地区で

の健康相談事業を地域での自主的な集まりの場を利用させていただき関係機関と連

携しながら、生きがいづくりの支援などを行いたいと考えております。また、生活

習慣病健診や各種がん検診、健康診査及び予防事業を引き続き実施し、町民の皆様

の健康管理に取り組んでまいります。 

昨年発生いたしました新型インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種については、
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昨年と同様に助成を実施するほか、女性特有のがん検診受診率が低いことから段階

的に無料による健診も実施いたします。また、乳幼児医療費の助成については現在、

小学校就学前までとなっておりますが、今年９月からは、中学校卒業まで引上げる

こととし、子育て支援の一環として取り組んでまいります。 

児童福祉につきましては、すべての保育園に監視カメラを設置し、保育現場にお

ける子どもたちの安全・安心の確保に努めます。また、大台厚生病院の方向性に対

する問題につきましても、地域住民の生命と健康を守る地域医療として、報徳病院

を含め、存続に向けて取り組んで参りたいと考えております。 

続きまして、「教育・文化振興のまちづくり」といたしましては、毎日元気に

通学し学び、地域でのびのびと遊べるまち。だれでも、いつでも、どこでも趣味や

教養やスポーツなどを楽しむことのできるまち。先人が築き上げた貴重な郷土の文

化や遺産を守り、継承していく、そんなまちづくりを進めてまいります。 

学校教育につきましては、児童生徒が基礎・基本となる学力を身につけ、自ら課題

を見つけ、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決する能力や、他人と協調し、

他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性の育成と、たくましく生きるた

めの健康な体力の向上を図るなど「生きる力」の育成に努めてまいります。 

さらに、一人ひとりに応じた特別な支援を必要とする児童生徒への特別支援教育の

充実を図ります。 

また、安全・安心な教育環境づくりのために、三瀬谷小学校及び川添小学校校舎

外壁塗装工事をはじめとする学校施設や設備の改善を進めてまいります。 

加えて、町の特産品のひとつであります緑茶に含まれるカテキン類の抗ウィルス効

果に着目をいたしまして、インフルエンザ予防などに活用できるよう、学校内にお

いて、お茶によるうがいの実践を展開していきます。 

なお、協和中学校につきましては、将来の生徒数の減少、施設の老朽化を考えます

と一日でも早く統合し、より良い教育環境の下で教育を受けられるよう進めていく

ことが、肝要と考えております。引き続き、地域の皆様と話し合いを進めるととも

に、協和中学校と大台中学校の生徒間の交流をより進展させ、保護者や地域の皆様
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にご理解が得られるよう努力をしてまいります。 

社会教育につきましては、住民のニーズに応じた各種学習機会の提供を行い、生

涯学習の取り組みの充実及び自然体験型環境教育を積極的に推進してまいります。

また、日進公民館を改築し、社会教育の更なる充実を図っていきます。 

保健体育関係につきましては、町民皆様のスポーツ活動の場として、引き続き学

校施設を開放し、健康づくり、体力づくりを促進してまいります。 

 また、本年度から男女共同参画社会の形成をめざした、本格的な取り組みを進め

てまいります。男女共同参画社会を推進するためには、目標を定めて的確に推進す

ることが重要と考え、男女共同参画基本計画策定に向け、本年度は講演会等の啓発

活動とともに、県の支援を受けて意識調査を実施してまいります。町民の皆様のご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に「安全・安心のまちづくり」といたしましては、町民の皆様と行政が一体

となって防災体制を築くとともに、防犯対策や交通安全運動、情報通信網の一層の

充実、地域住民の交通の利便性向上のため地域公共交通の確保などを図り、だれも

が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 公共交通につきましては、町民の皆様の外出を支援するため町営バス並びにデマ

ンドタクシーの運行事業に取り組み、安全を第一に順調に事業を遂行させていただ

いております。引き続き安全運行を第一に利用者の利便性の向上をめざしてまいり

ます。三重交通路線バス大杉線につきましては、地域の方々の松阪方面への重要な

交通手段を確保するため、引き続き多気町と連携して存続に向け、対策を講じてま

いります。 

 情報発信につきましては、町民の皆様と行政の協働が推進できるよう行政が持つ

情報をできるだけ早く正確にお伝えするためにケーブルテレビ、広報おおだい、防

災行政無線放送などを活用し、情報の共有を図ってまいります。 

防災対策といたしましては、災害に強いまちづくりのため、情報伝達の充実を図

るため、防災行政無線と移動系無線機の整備を進めてまいりました。特に住民の皆

様から強くご要望いただいておりました、防災行政無線の戸別受信機については、
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２１年度中にほぼ整備させていただいたところでございます。 

 本年度におきましては、国の第２次補正予算を受けまして繰越明許費でございま

すが岩井避難所、領内地域避難所など災害時に孤立する危険性が高い地域の避難所

に非常用発電機を設置いたします。 

各会計別の予算については次のとおりです。 

    （単位：千円） 

会計別 本年度予算額 前年度予算額 増 減 額 
増 減 率

（％） 

一般会計 ５，９３３，０００ ５，９４５，０００ 
▲ １２，００

０ 

▲ ０.２ 

国民健康保険事業 １，１８７，４７２ １，１１２，７６３ ７４，７０９ 
６.７ 

簡易水道事業 ８２５，７８８ ４０６，２９３ ４１９，４９５ 
１０３.２ 

住宅新築資金等貸付事業 ４，７５９ ５，７６７ ▲ １，００８ 
▲ １７.５ 

老人保健事業 ４，００１ ６，５０３ ▲ ２，５０２ 
▲ ３８.５ 

介護保険事業 １，１４１，４９４ １，０９８，１４４ ４３，３５０ 
３.９ 

生活排水処理事業 ３７０，２０６ ３８０，１９８ ▲ ９，９９２ 
▲ ２.６ 

後期高齢者医療事業 ２４３，０７３ ２４３，４６２ ▲ ３８９ 
▲ ０.２ 

国民健康保険病院事業 ５４１，５５２ ５３５，００８ ６，５４４ 
１.２ 

合   計 １０，２５１，３４５ ９，７３３，１３８ ５１８，２０７ 
５.３ 

 以上のとおり、一般会計では前年度と比較して０．２％減の５９億３３００万円

となりました。また、特別会計では、住宅新築資金等貸付事業、老人保健事業、生

活排水処理事業、後期高齢者医療事業のそれぞれの会計が減額となりましたが、国

民健康保険事業、簡易水道事業、介護保険事業、国民健康保険病院事業が増額とな

りましたので、一般会計、特別会計合わせた予算総額では前年度対比５億１８２０

万７０００円、５．３％増の１０２億５１３４万５０００円の予算となりました。 
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次に、主要事項につきまして各会計別に説明させていただきます。 

まず、一般会計でございます。減速しつつも回復を続ける世界経済や緊急経済対

策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が期待される一方、失業率は高水準に

あるなど依然として厳しい状況にあります。平成２２年度においても個人所得の大

幅な減少や企業収益の急激な悪化により税収入の落ち込みが憂慮される中、国の補

正予算の動向に鑑み、切れ目のない事業執行を行っていくために、平成２２年度事

業として計画しておりました総合支所屋上防水改修工事２６００万円、滝谷の里公

園公衆便所新設工事８９０万円、小中学校施設整備工事４７７０万円など総額１億

９６８０万円を平成２１年度「きめ細かな臨時交付金事業」として前倒しで補正予

算を組み、繰り越しすることといたしました。このことが主な要因となり、本年度、

一般会計の予算総額につきましては、前年度対比０．２％減の５９億３３００万円

となりました。 

歳  入 

 （第１款）町税のうち、個人町民税につきましては、現年課税分で景気の低迷に

よる所得割額及び納税義務者の減少による均等割額がそれぞれ減少する見込みであ

りますので、前年度対比１７６７万円減額の３億８５０２万９０００円を計上いた

しました。滞納繰越分につきましては、前年度対比１８５万４０００円減額の５６

６万３０００円を計上いたしました。 

法人町民税につきましては、長引く経済不況により、雇用不安や所得の減少は止

まらず、個人消費の低迷も続いており、急激な円高やデフレの進行による企業業績

の悪化などあらゆる影響がある中、当町においても少なからず影響があるものと考

えられることから、現年課税分で前年度対比４４３万５０００円減額の４２８５万

７０００円計上いたしました。 

滞納繰越分につきましては、前年度対比１３万円減額の１５万４０００円を計上

いたしました。 

固定資産税につきましては、現年課税分で前年度対比１４３４万８０００円増額

の４億２３１１万６０００円を計上いたしました。内容につきましては、土地では、
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宅地及び宅地批准地の時点修正による減額がありますものの、地目変更や平成１８

年度からの宅地の負担水準の見直しによる増額が見込めることから、前年度対比１

０９４万８０００円増額の１億３９４６万９０００円を計上いたしました。 

家屋では、取り壊し家屋分が減額となりますが、新増築及び３カ年を経過した新

築家屋の軽減満了などの増額が見込めるため、前年度対比１３０万１０００円増額

の１億９１３８万円計上いたしました。 

 また、償却資産では、大臣配分に一部増額が見込まれるものと平成２２年度実績

から５％の資産減価を見込み、前年度対比２０９万９０００円増額の９２２６万７

０００円を計上いたしました。滞納繰越分につきましては、前年度対比２４９万９

０００円減額の８３２万７０００円を計上いたしました。 

国有資産等所在市町村交付金及び納付金では、国有資産で３２４万６０００円、

県有資産で７５９２万５０００円、合わせて前年度対比８３１万６０００円増額の

７９１７万１０００円を計上いたしました。主な増額理由につきましては、国有資

産では、対象面積の増加によるものと県有資産では、企業庁電気事業及び工業用水

道事業分の新規の発電所の建物及び償却資産の増加によるものであります。 

固定資産税総額では、前年度対比２０１６万５０００円増額の５億１０６１万４

０００円となります。軽自動車税では、登録車両の全体台数は減少しておりますが、

自家用四輪乗用車、大型二輪車の増加が見込めることから、現年課税分で前年度対

比１２万４０００円増額の２３４４万８０００円を計上いたしました。滞納繰越分

につきましては、前年度対比３万８０００円増額の５５万９０００円を計上いたし

ました。たばこ税につきましては、前年度対比２２９万１０００円減額の５２７０

万８０００円を計上いたしました。個人町民税及び固定資産税などの滞納繰越分に

つきましては、税負担の公平を図るため、平成２１年度において、滞納者に対して

催告書の送付により早期完納を促すとともに、納税相談にも応じないような悪質な

滞納者に対しては、町独自で預貯金及び不動産の差し押さえを執行するなどの滞納

処分を実施してまいりました。 

本年度は、県において新しく県と市町の職員で構成する個人住民税特別滞納整理
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班が設置される予定であり、町としてもこの滞納整理班に職員を派遣し、さらに効

率的な滞納整理を進めていきたいと考えています。また、他の税につきましても、

納税の平等性の観点から自主納税という本来の納税のあり方を滞納者自ら認識して

いただく必要があると考えておりますので、来庁による納税相談を引き続き実施す

るとともに、滞納者の状況を的確に把握し、悪質な滞納者に対しては財産調査など

により預貯金や不動産等の差し押さえの執行を、より一層積極的に実施し、滞納整

理が困難な事案につきましては、三重地方税管理回収機構に移管するなど、滞納額

の縮減に努力してまいります。町税総額では、前年度対比６０５万３０００円減額

の１０億２１０３万２０００円の計上でございます。 

（第２款）地方譲与税につきましては、道路特定財源の暫定税率は廃止されました

が、当分の間、現在の税率水準が維持されることから、地方揮発油譲与税は前年度

と同額の１０００万円を計上いたしました。また、自動車重量譲与税につきまして

も、自動車重量税の暫定税率による上乗せ分の国分の２分１に相当する規模の税負

担の軽減に伴い地方に減収が生じないよう、譲与割合を３分の１から１０００の４

０７へ引き上げられることから前年度と同額の５０００万円を計上しています。な

お、地方道路譲与税の１０００円の計上は、従来の地方道路税法に基づく地方道路

税として課税された税収分で平成２２年度にも交付の可能性があることから計上い

たしました。  

（第３款）利子割交付金につきましては、前年度と同額の３００万円を計上いたし

ました。 

 （第４款）配当割交付金と（第５款）株式等譲渡所得割交付金につきましても、

それぞれ前年度と同額の１００万円と５０万円を計上いたしました。 

（第６款）地方消費税交付金につきましても、前年度と同額の８０００万円を計上

いたしました。 

（第７款）自動車取得税交付金につきましては、地方譲与税と同様に、道路特定財

源の暫定税率は廃止されましたが、当分の間、現在の税率水準が維持されることか

ら、前年度と同額の２０００万円を計上いたしました。 また、「旧法による自動
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車取得税交付金」につきましても交付の可能性があることから１０００円を計上い

たしました。 

（第８款）地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別税額控除の減収と自

動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収の一部を補てんする減収補てん

特例交付金として１０００万円を計上いたしました。 

平成１８年度及び平成１９年度における児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増

加に対応するため設けられている児童手当特例交付金については、平成２２年度に

おける「子ども手当」の創設に伴う地方負担の増加分等を新たに対象とするため、

名称を「児童手当及び子ども手当特例交付金」に改め５００万円を計上いたしまし

た。また、特別交付金につきましては、減税補てん特例交付金が１８年度をもって

廃止されたことによる経過措置(平成１９年度から平成２１年度)が終了したことか

ら廃項としました。 

 （第９款）地方交付税につきましては、地方財政計画上、個人所得の大幅な減少

や企業収益の急激な悪化等により、地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落

ち込む一方、社会保障関係経費の自然増や公債費が依然高水準であることなどによ

り、財源不足が過去最大の規模に拡大すると見込まれております。このため国は、

「地域主権改革」の第一歩として地方が自由に使える財源を増やし、地方の自主財

源の充実、強化を図ることとし、地方交付税を１兆７３３億円増額した上で、大幅

な減収に対して、国と地方が折半して負担する措置を講じた結果、平成２２年度の

地方交付税の総額は６．８％増となりました。こうした中で普通交付税につきまし

ては、基準財政需要額に特例枠として「地域活性化・雇用等臨時特例費」が臨時費

目として追加されたことなどにより前年度対比５０００万円増額の２７億５０００

万円を計上いたしました。特別交付税につきましては、不確定要素が多いため、前

年度と同額の１億円を計上したところでございます。 

 （第１０款）交通安全対策特別交付金は、前年度同額の１００万円計上いたしま

した。  

（第１１款）分担金及び負担金のうち負担金につきましては、児童福祉費負担金で
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保育所児童運営費負担金４１９６万１０００円、老人福祉費負担金で老人保護措置

費負担金６０８万４０００円、介護予防関係負担金１２９万６０００円、障害者福

祉費負担金で障害者デイサービス事業利用者自己負担金１６万２０００円など総額

４９５１万６０００円を計上いたしました。 

 なお、農林水産業費負担金につきましては、平成２２年度実施予定の農業用水路

改修工事などは、国の平成２１年度第２次補正予算の「地域活性化・きめ細かな臨

時交付金」事業として実施することから廃項といたしました。 

（第１２款）使用料及び手数料のうち、使用料につきましては、町営バス使用料

５１１万２０００円、若者定住住宅使用料４６８万円、火葬場使用料２８９万５０

００円、道路占用料５３５万２０００円など合わせて１９４４万８０００円を計上

いたしました。手数料につきましては、戸籍手数料２１１万２０００円、住民票関

係交付・証明手数料８０万円など合わせて４４２万２０００円を計上いたしました。

使用料及び手数料総額では、２４４４万円の計上でございます。 

（第１３款）国庫支出金のうち国庫負担金では、被用者児童手当費負担金、非被

用者児童手当費負担金、国民健康保険保険基盤安定負担金、障害者福祉費負担金及

び平成２２年度から創設される「子ども手当国庫負担金」など１億４６３７万９０

００円を、国庫補助金では、障害者福祉費補助金１５９６万円をはじめ、林業費国

庫補助金、道路橋梁費補助金、文化財保存事業費補助金など１億８９９０万円を計

上いたしました。なお、道路橋梁費補助金の「社会資本整備総合交付金」は、地方

公共団体が行う社会資本整備について、これまでの個別補助金を原則廃止し、基幹

事業の実施のほか、これと合わせて関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一層

高めるための事業を一体的に支援するため、地方公共団体にとって自由度の高い交

付金として創設されました。 

国庫委託金では、社会福祉費委託金２５０万３０００円などを計上し、国庫支出

金総額で３億３９１７万８０００円を計上いたしました。前年度対比４８７４万５

０００円の増額となりました主な要因は、子ども手当ての創設によるものでござい

ます。 
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（第１４款）県支出金では、児童手当から名称変更して交付される、子ども手当

て(被用者)負担金、子ども手当(非被用者)負担金、国民健康保険保険基盤安定負担

金、障害者福祉費負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、土木管理費負担金

など９７７６万７０００円を、県補助金では地籍調査費補助金、三重県バス運行対

策費補助金、市町村合併支援交付金、電源立地地域対策交付金、徴税費交付金、医

療費補助金、障害者福祉費補助金、保健衛生費補助金、農業費補助金、林業費補助

金、商工費補助金など２億３２０４万９０００円を、また県委託金では統計調査費

委託金、選挙費委託金、観光費委託金など３５４５万６０００円を計上し、県支出

金総額では３億６５２７万２０００円を計上いたしました。前年度対比１８１８万

８０００円の減額でございます。 

（第１５款）財産収入では、農林水産物直売施設貸付料８４１万５０００円、宮

川山荘及びコテージ建物貸付収入８５５万５０００円、各種基金利子５７０万６０

００円、立木売払収入３００万２０００円など３００１万円を計上いたしました。

前年度対比２３２万１０００円の増額となりました主な要因は、立木売払収入の計

上によるものでございます。 

（第１６款）寄付金では、ふるさと納税寄付金など１００万１０００円を計上い

たしました。 

（第１７款）繰入金では、町有林施業実施委託料に充当するため農林業後継者育

成基金３７７万８０００円を、宮川山荘及び農林水産物直売施設の施設設備整備に

充当するため地場産業振興基金３２０万円、道の駅事業基金４５０万円をそれぞれ

取り崩すとともに、財政調整基金繰入金１億８５０４万１０００円を計上いたしま

した。このため財政調整基金の残高は、およそ１０億円となる見込みでございます。 

このほか、人材育成基金繰入金１００万円、交通安全対策基金繰入金１８０万円な

どを計上し、繰入金総額で２億６８万円となりました。前年度対比１億５７９２万

２０００円の減額となりましたのは、財政調整基金繰入金の減額が主な要因です。 

（第１８款）繰越金につきましては、前年度と同額の５０００万円を計上いたし

ました。 
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（第１９款）諸収入につきましては、森林農地整備センター受託事業収入２０９

６万円、消防団員退職報償共済金１０００万円、一部事務組合等派遣職員人件費分

交付金３５９７万８０００円、コミュニティ助成事業助成金２５０万円、濁川橋耐

震補強工事過年度分担金４２０万円などを合わせて８５１６万９０００円を計上い

たしました。前年度対比２５９５万３０００円の増額となりました主な要因は、派

遣職員人件費分交付金の増によるものです。 

（第２０款）町債につきましては、前年度対比５１３０万円増額の７億３６２０

円を計上いたしました。 

各起債の借入事業につきましては、ふるさと農道整備事業負担金に地方道路等整

備事業債３５７０万円を計上いたしました。また、合併振興基金積立金、道路・橋

梁整備などに合併特例事業債３億４９４０万円を計上いたしました。 

このほか、臨時財政対策債につきましては、平成２２年度においても地方に大幅

な財源不足が生じる見込みとなり、地方財政収支の見通しで４９．７％の増額が示

されておりますことから３億５０００万円を計上いたしました。 

なお、過疎対策事業債につきましては、廃目といたしましたが、過疎地域自立促

進特別措置法について、執行期限の延長などの一部改正法案が成立後、過疎地域自

立促進市町村計画を策定し、適債事業については振替をいたしたいと考えておりま

す。 

起債充当にあたりましては、起債残高の増加により後年度において財政運営に支

障を来すことのないよう、合併特例事業債をはじめとして償還財源に裏付けのある

起債を念頭に予算計上いたしました。 

 

 

○議長（大西 慶治君） 町長、説明の途中ですが、しばらく休憩いたします。 

 再開は１０時１０分といたします。 

（午前 ９時５５分） 
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○議長（大西 慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１０分） 

 

○議長（大西 慶治君） 町長。 

○町長（尾上 武義君） それでは歳出に入らせていただきます。 

 まず総務関係でございますが、一般管理費におきましては、町長及び副町長の

給料を引き続き、それぞれ１０％と５％を削減することとし１４４１万円を計上い

たしました。このほか、職員健康診断委託料２００万円、行政推進交付金１００１

万円など総額３億６６７５万７０００円を計上いたしました。 

 文書広報費では、町民の皆様と行政の意思疎通を図るため、広報おおだいの発行

や町の事業計画及び予算内容をご理解いただくための「わかりやすい予算書」の発

行、町民の皆様の生活をサポートする行政カレンダーの作成経費として印刷製本費

７２２万９０００円を計上いたしました。 

財産管理費では、本庁舎にかかる公用車の燃料費３２９万７０００円、庁舎の光

熱水費７５０万円、公用車車検費用１６４万円、通信運搬費１８０万円を計上いた

しました。また、各種基金積立金として合併振興基金積立金など１億２７５６万７

０００円を計上いたしました。合併振興基金積立金の１億８４万９０００円の内、

利子分を除く１億円につきましては、合併特例債借入額９５００万円に、一般財源

５００万円を上乗せし積立てるものであります。 

企画費では、町民の皆様と行政の協働による地域づくりを推進するためには、町

民の皆様と接する職員の取り組み方がポイントとなりますことから、地域づくりに

かかる職員の人材育成と地域主権による権限委譲に対応できる政策立案能力向上を

目指した人づくりに重点を置きました。また、メディアを通じて大台町のイメージ

アップを図り、町の元気力を町外に発信することにより、大台町の活性化につなげ

たいとの想いから、マスコットキャラクターの着ぐるみ製作費用１００万円など総

額６７０万７０００円計上いたしました。 

宮川総合支所費につきましては、光熱水費など庁舎の維持管理経費を主に１０６
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８万３０００円を計上いたしました。 

大杉谷出張所費でございますが、平成２１年度に引き続き地域の方々と一緒にな

って地域づくりを行うため、イベント実施委託料など２３８万円を計上するなど、

大杉谷地区の再生に向けた取組経費と出張所維持管理経費を合わせて８７２万７０

００円を計上いたしました。 

領内出張所費でも、２２年度から大杉谷地区同様に地域づくりを行うため集落支

援員賃金１２６万円など、領内地域の再生に向けた取組経費と出張所維持管理経費

を合わせて３０３万７０００円を計上いたしました。そのほかの出張所費につきま

しては、通信運搬費など、事務の執行に必要な経常経費を計上しております。 

交通安全対策費では、交通安全対策事業基金を活用してガードレールやカーブミ

ラーの修繕費として１００万円など総額１９２万８０００円を計上いたしました。 

諸費では、緊急雇用創出事業として、防犯灯の管理台帳の作成と青色回転灯装着

車両による防犯パトロール実施のための臨時職員の人件費として１９２万５０００

円、防犯灯の新設、修繕、電気料金などの維持管理経費として７７９万８０００円、

集会施設等整備補助金５０万円など総額１７１６万２０００円を計上いたしました。 

 公共交通事業費では、町営バス運営費用として、エスパール交通株式会社への運

行委託料２７６１万１０００円やデマンドタクシーの運行委託料８３４万９０００

円のほか、多気町役場から三瀬谷駅までの三重交通路線バス維持負担金１６７万円

など総額４５２７万２０００円を計上いたしました。 

大杉谷地域総合センター費、領内地域総合センター費及び真手地域総合センター

費では、施設の維持管理費を主に三つのセンター費合わせて１４１５万円を計上い

たしました。 

また、グリーンプラザおおだい費、健康ふれあい会館費、夢工房費では、施設の

維持管理に要する経費として、それぞれ６４４万４０００円、４７７万５０００円、

及び４０万４０００円を計上いたしました。 

 情報化推進費につきましては、町の身近な話題や行政情報を安定的に提供するた

め、ケーブルテレビ保守点検委託料１２０万円、行政チャンネル使用料６３０万円、
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ケーブルテレビ撮影用機材更新のための備品購入費用１５０万円など、総額１２３

３万８０００円を計上いたしました。 

徴税費につきましては、住民の利便性の向上と事務の共同化・効率化等を図るた

め、自宅などからインターネットを利用して、地方税に関する様々な手続きを行う

ことができるエルタックス導入の経費として８２５万２０００円、滞納額の減少を

図るため、困難な事案については、三重地方税管理回収機構に移管して回収を進め

るための負担金３１２万４０００円など総額１億２５９万４０００円を計上いたし

ました。 

 各種統計調査費につきましては、本年度が国勢調査の実施年でありますので他の

統計調査とあわせて調査員報酬などその経費総額６０４万円を計上いたしました。 

選挙費では、平成２２年度執行予定の参議院議員選挙費１５５９万６０００円、及

び平成２３年４月執行予定の三重県知事選挙費７７２万４０００円、三重県議会議

員選挙費１５５万６０００円を計上いたしました。 

民生福祉関係です。 

「少子高齢化」は、近年ますますその度合いを強め「本格的な高齢化社会」を迎え

つつあります。このような現状を踏まえ、町民の皆様と共に支え合い、安心して暮

らしていただけるまちづくりを進めてまいります。 

社会福祉総務費では、福祉センター管理委託料として、地域福祉センター、宮川

福祉センター合わせて７１１万３０００円を、地域福祉事業の要として活動してい

ただいております。社会福祉協議会への負担金５２３８万８０００円のほか、宮川

福祉施設組合（やまびこ荘起債元利償還金）負担金２３７万２０００円、民生・児

童委員協議会補助金１９２万１０００円、扶助費として母子家庭等就学就職支度金

２０万円、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金２６万円などを計上いたしまし

た。 

老人福祉費では、一人暮らし老人に対し、急病や災害時に迅速かつ適切な対応を

図るため緊急通報装置設置経費７８万１０００円、養護老人ホームの入所者２１人

に対する老人保護措置費として４８４４万４０００円、高齢者等外出支援助成費９
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５７万６０００円、在宅寝たきり者援護費４５万円などを計上いたしました。 

障害者福祉費では、社会福祉協議会への障害者デイサービス事業委託金として、身

体障害者分１２３３万円と知的障害者分１７２３万円合わせて２９５６万円のほか、

小規模作業所運営委託料１９６９万３０００円、精神障害者相談支援センター委託

料７５万円などを計上しました。扶助費では、身体障害者補装具給付費２４０万円

と重度障害児（者）日常生活用具給付等事業費１８０万円、在宅重度障害者福祉手

当３５３万７０００円のほか、自立支援法に基づく障害者介護給付費として、施設

入所関連の生活介護費４３５８万４０００円、施設入所支援費２５３１万７０００

円、旧身体障害者療護施設費５５３万１０００円、在宅サービスのホームヘルプ費

４９２万５０００円など合計９３８３万９０００円を計上いたしました。 

交通災害共済受託事業費につきましては、事業が廃止されましたが、補償期間が

残っていますので、見舞金の見込み額１０万円を計上いたしました。 

国民健康保険費では、国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金等４８６３万円

を主に、総額６６５６万７０００円を計上いたしました。 

社会福祉医療費につきましては、小学校就学前までの乳幼児医療費助成を９月か

ら中学校卒業までに拡大するため１３９１万５０００円計上し、障がい者、６５歳

以上重度障がい者及び一人親家庭等の医療費助成金扶助費として４３２３万７００

０円を、また老人保健事業につきましては、平成１９年度で事業は終了いたしまし

たが、精算給付の最終年度として繰出金３９９万４０００円を計上いたしました。 

介護保険費では、介護保険事業特別会計繰出金１億６６８６万４０００円が主なも

のでございます。 

後期高齢者医療につきましては、後期高齢者医療特別会計繰出金１億７２２９万

９０００円を計上いたしました。 

児童福祉費では、子育てに対する支援の一層の充実を図ってまいります。先ず、

児童福祉総務費では、保育所入所児童の健康診断のための内科医ほか嘱託医報酬９

６万３０００円をはじめ、適正な職員配置で保育サービスを提供するための保育士、

給食の充実を図るための専任栄養士、調理員など臨時職員賃金等２億５６１３万８



 

31 

０００円のほか、保育材料消耗品費３１４万８０００円、燃料費８９万４０００円、

光熱水費８００万円、修繕費１４２万９０００円、賄材料費１８００万円などを計

上いたしました。 

 また、宮川保育園通園に係る園児送迎タクシー委託料２４８万円、町内全保育所

の昼夜の警備体制を充実するため警備保障委託料３５万１０００円、宮川保育園、

日進保育園及び三瀬谷保育園への送迎タクシー借上げ料６８９万３０００円、全保

育園への緊急時対策としてのＡＥＤレンタル料２２万６０００円、保育備品、給食

用備品合わせて１６８万５０００円などを計上いたしました。 

子育て支援費では、子育て支援センターで実施する各種講演会等の講師謝礼４９

万９０００円のほか、本年度より開設する三瀬谷地区学童保育施設など学童保育施

設３か所の運営委託料３８０万円、緊急サポートネットワーク事業の委託料５０万

円、チャイルドシート購入補助金３０万円、すこやかベビー出産祝い金５５万円な

どを計上いたしました。 

子ども手当費では、本年度は中学校卒業までの子ども１人につき１カ月１万３０

００円支給されることから、これまでの児童手当費及び子ども手当費合わせて扶助

費として１億３０００万円を計上いたしました。 

災害救助費では、平成１６年９月の台風２１号豪雨災害による被災者生活再建の

ための制度による借入金に対する利子補給事業の補助金５９万７０００円とその他

災害見舞金３０万円などを計上いたしました。 

保健衛生関係でございます。 

町民の皆様が、元気に、はつらつと、安心して暮らせるよう、疾病予防や健康増

進の各種対策に取り組んでまいります。「自分の健康は自分で守る」という意識を

高めていくために、妊娠期から高齢期まで、世代ごとにさまざまな検診や教室を開

催いたします。また、若年期からの生活習慣病予防対策も進めてまいります。 

保健衛生総務費では、松阪地域の一次救急医療体制及び小児救急、病院群輪番制

病院運営負担金２１０万９０００円、町営報徳病院の安定経営を図るため病院運営

補助金８０００万円、償還金補助金２４８６万８０００円などを計上いたしました。 
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なお、第一次救急、二次救急につきましては、松阪市夜間応急診療所及び松阪市

内三大病院で輪番制を取っていただいておりますが、医師、看護師不足のなか、利

用者が増加しているため、救急医療体制について大変厳しい状況にあります。 

予防費では、子育て支援センターと連携しながら、妊婦教室や乳幼児相談、家庭

訪問など子どもたちの健やかな成長の支援を行うとともに、親の子育てに関する悩

みや不安を解消するため、専門家による定期相談を開催してまいります。 

また、妊婦健診の公費負担につきましても、昨年同様１４回分の委託料６３４万

１０００円を計上いたしました。６５歳以上の季節性インフルエンザ予防接種につ

きましては、昨年まで自己負担額２０００円であったところ、本年度から１０００

円とさせていただき、その委託料８００万６０００円を計上いたしました。 昨年

発生いたしました新型インフルエンザのワクチン接種及び肺炎球菌ワクチンの接種

なども前年度と同様に助成をしてまいります。 

予防費総額では３８３３万５０００円を計上いたしました。 

診療所対策費では、地域医療の充実を図るため、大杉谷診療所委託費７３５万円、

宮川歯科診療所コンピューター等リース代１４８万１０００円など総額９５８万円

を計上いたしました。 

健康づくり推進費では、各種がん検診や総合がん検診などを実施するための委託

料１８８０万５０００円を計上し、早期発見・早期治療につなげてまいります。こ

のため、本年度も、各種検診希望調査・受診状況調査を実施し、各個人の検診状況

を把握いたします。 

また、休日検診の実施や女性特有のがん検診受診医療機関の拡大により、少しで

も多くの皆様に検診を受けていただける体制づくりをしてまいります。 

こころの健康については、臨床心理士による定期相談の回数を増やし、気軽にここ

ろの相談ができるように、また、傾聴ボランティア活動、精神デイケア活動、医療

福祉関係者の勉強会を開催し、早期からの適切なケアを図ってまいります。 

これらの事業を合わせ、総額２４３６万６０００円を計上いたしました。 

火葬場管理費では、火葬場管理人報酬２７６万円、燃料費１０６万４０００円な
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ど維持管理に要する経費７５５万５０００円を計上いたしました。 

環境衛生関係です。 

環境衛生費につきましては、町における生活環境及び自然環境の保全に関する重

要事項の事案が発生した場合に事業審議を行うための環境保全審議会委員の報酬及

び費用弁償合わせて７７万８０００円を計上いたしました。また、公衆衛生を堅持

するために、公衆トイレの維持管理費用として５３１万２０００円、公園の維持管

理費用として１２８万３０００円を計上いたしました。 

本田木屋粗大ゴミ集積場につきましては、仮置場として使用している施設を改修

整備し、ごみのリユース、リサイクルの推進を図るため、電源立地地域対策交付金

事業を活用し整備するリサイクル施設新設工事費１６１５万６０００円を計上いた

しました。 

また、ごみの減量化・資源化を推進し、循環型社会を形成するため、生ごみ堆肥

化リーダー養成等に１９１万３０００円を、集団回収の活動を展開している各区、

ボランティア団体を支援する経費として、再生資源集団回収事業奨励金２２８万５

０００円を計上するとともに、生活環境の保全のため蜂駆除防護服購入費１０万４

０００円を計上しました。 

 生活排水対策につきましては、生活排水処理事業特別会計繰出金としまして、浄

化槽整備事業に４４８２万４０００円、下水道事業に１億５８６９万５０００円、

合わせて２億３５１万９０００円を計上しております。 

清掃費につきましては、前年度に引き続き、緊急雇用創出事業により２名の臨時

職員を雇用して不法投棄の防止や町内美化にかかる経費として９４９万円を計上い

たしました。また、大台町全体の取組みとして実施しております環境クリーン運動

につきましては、参加者傷害保険料など１３万９０００円を計上しました。 

ゴミの減量化と有機肥料としての有効利用を図るため、家庭用生ゴミ処理機購入補

助金２７万８０００円を計上いたしました。 

 奥伊勢広域行政組合負担金につきましては、し尿処理施設運営管理費及び起債償

還金などに必要な負担金９４１８万円を計上いたしました。 
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 香肌奥伊勢資源化広域連合負担金につきましては、ごみ処理施設管理運営費、最

終処分場管理運営費及び起債償還金などに必要な分担金２億４２２３万９０００円

を計上いたしました。 

 簡易水道整備費につきましては、宮川地域にあります６施設の簡易給水施設管理

委託料７９万２０００円を計上いたしました。また、簡易水道特別会計繰出金とし

て２億１４４５万円を計上いたしました。 

農林水産業関係でございます。 

農業費につきましては、就労者の高齢化や後継者不足及び獣害が起因となり、耕

作放棄地が増加していることに対して、従来の公益的機能を重視した農地保全や耕

作不利条件地域の農業を支援してまいります。また、より効率的な農業生産を推進

するために農業用施設の改修も進めてまいります。さらに、大台町を代表する特産

品である大台茶と松阪牛のブランドを高めるために各種の支援を引き続き行ってま

いります。 

農業委員会費では、農業委員報酬１５２万円など総額で７１１万９０００円を計

上いたしました。 

農業総務費では、松阪飯多農業共済事務組合の事務費の負担金として７７７万５

０００円を計上いたしました。 

農業振興費につきましては、年々深刻化している農産物獣害対策として、猟友会

によるニホンザル・イノシシ・シカの捕獲に対する報奨金として１０００万円を計

上いたしました。また、本年度から新たに役場内に「獣害１１０番」を設置し、猟

友会と連携して個別に獣害対策を実施するための経費及び獣害対策用ネットフェン

ス資材支給やサル捕獲用檻購入等の事業に充てるため、大台町獣害対策協議会への

負担金として９１３万２０００円を計上いたしました。 

農業用施設については、近年の米需要及び価格の低下により、耕作放棄地が増加

する中、地域で水稲の共同生産に取り組んでいる生産組合４団体の乾燥調整機８台

分の買い替えに対する補助金２４０万円を計上いたしました。 

中山間地域等直接支払事業は、２０の組織に対して総額１４３６万円の交付金を
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予算化し、国土保全・景観形成といった公益的機能を重視した農地保全や急傾斜地

などの耕作不利条件地域の農業に対して支援を行ってまいります。 

農地・水・環境保全向上対策事業交付金につきましては、１７の集落に対して、

５６０万３０００円の交付を受けますが、町の負担分として１４０万１０００円を

計上し、非農家も含め農業集落機能向上の取組みを支援してまいります。 

遊休農地等へのふき栽培の奨励事業に３５０万円を計上し、（株）宮川物産で加工

する原材料の確保と遊休地対策を推進してまいります。 

特産茶振興費につきましては、大台茶の普及と家庭用リーフ茶の消費拡大を図る

ため、６月から大台町に婚姻届を提出する夫婦に急須を進呈いたします。茶樹の老

木化による品質の低下による茶どころ大台の衰退を防ぐため、茶の若返り対策とし

て１００a分の茶園改植補助金と新たに２００a 分の茶園台切補助金合わせて７０

万円を計上いたしました。また、自走式摘採機などの導入補助として３０万円を計

上し、茶栽培の効率化を高め、茶農家の労力の軽減と茶の品質向上を図っていきた

いと考えております。 

茶業組合が中心となり町内茶園の新植・改植の推進を行うとともに、高品質な茶

を全国茶品評会等に積極的に出展し、大台茶の知名度をさらに向上させてまいりた

いと考えております。 

また、昨年度から取り組んでいます在来種の茶の有効活用を図るため、自然茶普

及活動推進費として１５万円の委託料を計上いたしました。 

畜産振興費につきましては、松阪牛のブランドを支えていくために、肥育・繁殖

牛の導入に対しまして素牛導入補助金として７０万円を計上いたしました。 

農地費につきましては、本年度に計画いたします県営中山間地域総合整備事業推

進業務委託料１００万円を計上し、円滑な事業推進をしてまいります。また、地区

で農業用施設を補修する場合の補修用材料費３５０万円を計上いたしました。 

ふるさと農道整備事業負担金３９７６万円の内訳は、上真手・浦谷地区の宮川２

期工事では橋梁上部工の整備に対して負担金２２０１万円と、本年度から実施いた

します川添地区農道整備工事では用地測量・用地買収・立木補償等の負担金１７７
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５万円を計上いたしました。 

これらの事業により、農地保全と農地の有効活用を積極的に図ってまいります。 

就業改善センター管理費では、施設の老朽化に伴い事務室６箇所の照明器具の取

替などの修繕費７２万７０００円と折りたたみ椅子５０脚及びオーブンレンジの購

入費４６万２０００円を計上いたしました。 

次に、林業費につきましては、荒廃が進む森林の公益的機能をさらに向上させる

ため、間伐を中心に各種の事業を積極的に推進してまいります。また、本年度も昨

年度に引き続き作業路の整備を進め、間伐材の搬出コストの削減を図り、本来の林

業の姿を取り戻していきたいと考えております。 

 町有林管理費では、下三瀬・茂原地内の町有林を対象に約２０ｈａの利用間伐の

事業費として１１８０万５０００円を計上いたしました。 

 公団造林を改め、森林農地整備センター造林管理費につきましては、利用間伐事

業を促進するための林内作業道の開設３２００ｍ及び南の契約地について除伐事業

１４ｈａを予定し、合わせて２０９６万円を計上いたしました。 

 環境林につきましては、強度な間伐事業を中心に今後も森林の持つ公益的機能の

強化を図ってまいりたいと考えております。 

 まず、森林再生二酸化炭素吸収量確保対策事業は、６３ｈａの森林整備を予定し

ており、１６００万円の事業費を計上いたしました。また、森林環境創造事業では、

１５０ｈａの間伐と無立木地等への植栽整備３ｈａを予定し、５５３５万円の事業

費を計上しております。 

 このような事業の実施により、森林の多面的公益機能の向上がさらに図られるも

のと考えております。 

 一方、生産林につきましては、集約化及び団地化を図り、高齢林の間伐や低迷す

る木材価格に対処するために低コスト化を目指した作業路の開設を積極的に進めて

まいります。 

 高齢林整備間伐促進事業では、生産林で国補造林事業の対象とならない林齢４５

年生以上の森林における間伐に対する補助金として２５００万円を計上し、１１８
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ｈａの間伐整備を見込んでおります。また、作業路開設補助金として７路線５５０

０m を整備するため２５２万５０００円を計上いたしました。これは、国補造林

補助金とがんばる三重補助金の残額の一部を町費で補助をするものでございます。 

 また、次世代に引き継ぐ森林モデル事業として、６２ｈａの民有林を対象に将来

の森林資源の多様化を図れる森林づくりと、地域の人材育成を目的に宮川森林組合、

フォレストファイターズを中心としたＨ型集材等の新しい搬出技術の取り組みに補

助するため、２８５万円を計上いたしました。 

 本年度もこうした取り組みを行うほか、林業による地域の振興を積極的に目指し

てまいりたいと考えております。なお、未整備森林公的整備事業費につきましては、

認定林業事業体が直接事業を実施することから廃目といたしました。 

山村振興対策費では、学校及び保育所の給食に地元食材を取り入れる地産地消シ

ステムの構築や特産品であります「しいたけ」の産地ブランド化などを図るため、

先進地視察旅費２５万２０００円を計上し、基幹産業であります農林産品の生産・

消費拡大を推進してまいります。また、指定管理者制度を導入しております施設を

充実させるため、「ふるさとプラザもみじ館」の冷凍冷蔵庫ショーケースの購入費

８５万円を計上するとともに、施設設備整備補助金として「宮川山荘」送迎用車両

３２０万円、「道の駅奥伊勢おおだい」のレジスター及びＰＯＳシステム４５０万

円を計上いたしました。 

次に商工費ですが、商工振興費では県の地方消費者行政活性化基金事業補助金を活

用し、消費者被害防止の相談業務に対応するための旅費５万円、消費者トラブルの

未然防止の啓発を行うための参考図書の購入及び啓発用パンフレットの作成費８０

万６０００円を計上し、消費者行政の活性化を推進してまいります。 

町の商工業の指導的役割を担う大台町商工会の運営を支援するため７１３万７００

０円の補助金を計上いたしました。 

町の一大イベントとして定着してまいりました「どんとこい大台まつり」ですが、

本年度も１１月１４日に役場周辺での開催を予定しており、その経費として２５０

万円を計上いたしましました。また、商工会青年部の皆様の熱い想いにより復活し
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た「千客万来夏まつり」は、夏の風物詩として町民の皆様やお盆で帰省される皆様

が楽しみにされており、町の夏祭りと位置付け、その運営を支援するため補助金１

００万円を計上いたしました。 

観光費では、昨年８月に多くの観光客が訪れる「道の駅奥伊勢おおだい」横に事務

所を開設した大台町観光協会が、本町を訪れる・訪れたいという人へのインフォメ

ーションと集客・交流人口の拡大を図るための各種イベントの企画・運営業務を行

っているところですが、本年度も運営を支援するための補助金６９１万４０００円

と県のふるさと雇用再生特別基金事業補助金を活用して採用した職員３名分の人件

費と今後推進するグリーンツーリズム調査事業などの観光交流推進事業委託料８６

５万３０００円を計上いたしました。 

また、本町以南の８市町で構成する南三重地域活性化事業推進協議会へは、負担

金４５万円を計上し、広域連携による南三重地域の活性化を推進してまいります。 

次に、大杉谷峡谷の登山道については、１６年の豪雨災害以降入山禁止になって

おり、順次復旧工事を進め早期開通に向けて取り組んでおります。現在平等嵓吊り

橋の復旧工事や光滝下流崩落箇所の登山道復旧工事が未施工であり全ルートの利用

ができない状況ですが、２１年度末にシシ淵まで利用可能となりますことから、桃

の木小屋の営業再開も含め、関係団体と慎重に協議を行いながら一般利用者への入

山時期を検討してまいります。 

建設事業関係でございます。 

地籍調査費でございますが、今年度は佐原、柳原牧ノ谷で地籍調査を実施するた

め、業務委託料１８００万円を計上いたしました。 

林道費でございますが、林道の維持補修材料費として原材料費３０万円を計上い

たしました。 

 治山費につきましては、県に治山事業として要望をするため、測量委託料１２０

万円及び人家に影響のある倒木、渓流沿いの流木を除去するため、流木処理委託料

１００万円を計上いたしました。また、南地内において、治山土留め工事として計

３５０万円を計上いたしました。 
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次に土木費でございますが、土木総務費では道路台帳整備委託料３５０万円、県

営事業負担金７７５万円を計上いたしました。負担金の内訳は、急傾斜地崩壊対策

事業（神滝２地区）、県単道路改築事業で大台ケ原線（桧原地内）及び高奈上三瀬

線（高奈地内）、大宮宮川線（上菅・菅木屋地内）国道４２２号(栗谷地内)に係る

ものでございます。 

沿道景観整備費につきましては、ダム湖周辺及び沿道の清掃作業に加え、河川の

流木除去及び植樹を行うなど、緑豊かな美しい町を維持していく必要があると考え

ております。これに要する清掃作業員の賃金４５５万２０００円、流木処理委託料

２６０万円、苗木購入費６０万円など総額１０８６万円を計上いたしました。 

 道路維持費につきましては、小規模修繕に迅速に対応するため小規模道路施設修

繕費４００万円を計上いたしました。また、工事請負費では、久豆地内排水改良工

事４５０万円他９箇所合わせて４４３０万円を計上いたしました。 

 道路舗装費では、道路維持工事と同様に小規模舗装修繕に対応するための経費２

５０万円を計上いたしました。 

工事請負費で町道新大杉谷線舗装工事（大井地内）５０００万円、他２路線合わ

せて、総額５７３０万円を計上いたしました。 

 道路新設改良費につきましては、道路改良工事に伴う測量設計委託料５路線１６

２０万円を計上しました。また、工事請負費では、町道岡ケ野線道路改良工事３５

００万円、他７路線合わせて７８００万円を計上するとともに、道路改良工事に伴

う用地購入費３８０万円、立木補償費等で１２０万円を計上いたしました。 

 橋梁新設改良費につきましては、橋梁耐震補強設計業務委託料として４４４万円

計上いたしました。工事請負費では、新宮川橋橋梁整備工事（御棟・唐櫃地内）９

１２０万円、深谷橋、若山橋、栃原橋の橋梁耐震補強工事合わせて、１億５３２６

万円を計上いたしました。 

 住宅費につきましては、地震対策の一環として、木造住宅耐震診断委託料として、

１０棟分４５万円を計上いたしました。また、補強計画補助金として２件３２万円、

補強工事補助金として２件１８３万６０００円を計上しました。 
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 河川改良費につきましては、工事請負費で三瀬川河川改良工事６００万円を計上

いたしました。 

消防・防災関係でございます。 

消防費では常備消防費において、紀勢地区広域消防組合における高規格救急自動

車購入負担金８６７万円など負担金総額で２億７２７０万８０００円を計上いたし

ました。 

非常備消防費では、消防団員の報酬６１１万４０００円のほか、警戒時費用弁償

４２０万円及び実践的な訓練等費用弁償６１５万円など総額５９５７万円を計上い

たしました。 

消防施設費では、小型動力ポンプ付き軽積載車２台の購入費７１４万円を計上い

たしました。そのほか、ポンプ及び消火栓用備品購入費２９２万８０００円など総

額１０４４万円を計上いたしました。 

防災費では、２１年度に完成いたしました始神高中継局の電気設備の保安につき

まして、電気主任技術者の設置が義務付けられていることから、電気主任技術者報

酬１８０万円、移動系及び同報系無線、雨量システムなど防災施設の点検委託料８

４８万１０００円など総額１８５２万８０００円を計上いたしました。なお、行政

無線の各家庭等への屋内戸別受信機の設置につきましては、申請に応じて随時設置

してまいります。 

教育委員会関係でございます。 

事務局費につきましては、教育長の給料を総務関係でご説明させていただきまし

た町長、副町長と同様の理由により２％を削減することとし６０３万３０００円を

計上いたしました。 

小学校費につきましては、引き続き特別支援教育の充実のため、介助員臨時賃金

及びＬＤ（学習障がい）・ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障がい）等の特別な支援を

必要とする児童への学習支援員臨時賃金７７７万４０００円を計上いたしました。 

また、安全・安心な教育環境を推進するため、学校から保護者への情報提供手段

としてインターネットメールを活用する「きずなネット」使用料２５万２０００円
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を計上し、全学校で連絡網の充実につとめます。 

総合的な学習の一環といたしまして、引き続き地域の人たちとのふれあいや、体

験・交流を通じて、コミュニケーション能力や表現力を養うとともに、芸術・文化

に触れることにより、児童の豊かな感性を養い、さらに、大台町の自然を利用した

校外活動により自然環境教育を進めることで、創造性豊かな人間性を育むことをね

らいとして、小学生が創る宮川の未来の森事業委託料７６万３０００円、総合学習

補助金５３万５０００円、自然体験・校外活動補助金８０万円を計上いたしました。 

 小学校一般備品として、学校運営管理備品や児童用木製机・椅子の購入費や防犯

用サスマタの補充など合計１５０万５０００円を計上いたしました。 

 教育振興費につきましては、要保護、準要保護児童の学校病医療費扶助１５万円

を新しく計上いたしました。 

 学校給食費につきましては、より一層安心な給食の提供のため、各学校の給食調

理室の鼠族等の防除に２５万２０００円を新しく計上いたしました。 

中学校費につきましては、引き続き特別支援教育の充実のため、学習支援員臨時賃

金４３６万円を計上いたしました。 

総合学習等の経費といたしましては、自分の将来の生き方や進路を探し始めるこ

とを目的とし、学校、家庭、地域社会が一丸となって地域ぐるみで行う職場体験活

動、また、町内の自然を利用した校外活動により自然環境教育を進めるための経費

として、引き続き自然体験・校外活動事業補助金６０万円など１１２万５０００円

を計上いたしました。 

また、小学校費と同様に、要保護・準要保護の学校病医療費扶助１５万円を新しく

計上いたしました。さらに、中学校教育振興備品として生徒用図書及び教材備品購

入費１９２万１０００円を計上いたしました。 

社会教育総務費につきましては、前年度同様、国際交流員（ＣＩＲ）の経費４６

８万２０００円を計上いたしました。 

また、前年度に引き続き、東員町と大台町の子どもたちとの交流を深める経費１５

万４０００円を計上するとともに、昨年度から大台町文化協会が主催となり実施す
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る生涯学習フェステバルの経費を含め補助金１５０万円を計上いたしました。 

公民館費につきましては、生涯学習の取り組みを推進するため、各種講座経費、

１２０万４０００円を計上いたしました。 

図書館費につきましては、館長報酬と司書臨時職員賃金１０４２万７０００円、

図書購入費３８０万円を計上いたしました。 

文化財保護費につきましては、カモシカ食害対策の柵設置工事として、大井地内

をはじめ１１箇所分の経費４１７９万円などを計上いたしました。 

青少年育成費につきましては、町青少年健全育成推進協議会補助金９４万円など

を計上いたしました。 

フィールドミュージアム事業費につきましては、前年度に引き続き大杉谷自然学

校への環境教育業務委託料４３７万８０００円、運営補助金６００万円を計上いた

しました。 

保健体育総務費につきましては、各種団体補助金として、昨年度から一本化にな

った町体育協会補助金３５３万２０００円、スポーツ少年団補助金４１万６０００

円、さらに全国交流レガッタ参加補助金５１万４０００円などを、地区プール修繕

の補助金として下菅地区に補助金６４万円を計上いたしました。 

 

 

○議長（大西 慶治君） 説明の途中ですが、しばらく休憩いたします。 

 再開は１１時５分といたします。 

（午前１０時５０分） 

 

○議長（大西 慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０５分） 

 

○議長（大西 慶治君） 町長。 

○町長（尾上 武義君） それでは特別会計に入らせていただきます。 
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 まず国民健康保険事業特別会計でございますが、国民健康保険事業につきまし

ては、他の被用者保険に比べ、高齢者や健康上の理由により被用者保険を脱退した

方を多く抱えているため、構造的に医療費が高くなっています。さらに保険税負担

能力が弱い方々の加入割合が高くなっていることなどから国保財政は危機的な様相

を呈しています。今後は、保険財政の安定を図るため、より一層慎重な運営が必要

となっています。このような状況の中、平成２２年度予算において歳入・歳出それ

ぞれ１１億８７４７万２０００円を計上いたしました。 

歳入では保険税につきましては昨年と同率として、保険税収入２億１１９５万９

０００円を計上いたしました。また、国庫支出金で２億８１４９万３０００円、療

養給付費交付金で８６８４万６０００円、前期高齢者交付金３億１００６万８００

０円、共同事業交付金１億４４２１万６０００円、県支出金５３３０万５０００円

及び一般会計繰入金４８６３万円を計上いたしました。さらに財源調整のため、基

金繰入金５０００万円を計上しておりますが、その結果、財政調整基金は底をつく

状況となっております。 

歳出では、医療費の増加により保険給付費で８億４６０９万７０００円を計上し、

後期高齢者支援金１億２３９７万３０００円、前期高齢者納付金３８万１０００円

を計上いたしました。 

また、介護納付金として５６２１万６０００円、共同事業拠出金１億４４２２万

２０００円、保健事業では、特定健康診査委託料など８８５万９０００円を計上い

たしました。直診勘定繰出金では報徳病院の設備改善等の国庫補助金１７０万７０

００円を計上するとともに、予備費で９７万６０００円を計上いたしました。 

今後とも被保険者の皆様には、疾病の早期発見・早期治療による医療費の抑制に

ご理解・ご協力を賜わり、国保財政の健全化を図るため、事業の安定運営に取り組

んでまいります。 

簡易水道事業特別会計でございます。 

 簡易水道事業につきましては、水需要の多様化に伴う使用量が増加する中、安全

で良質な水の安定供給を図るため、町民の皆様のご理解とご協力により事業を進め
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させていただいております。 

 新たに本年度より着手いたします大台町簡易水道統合整備事業は、全体事業費が、

６６万９０００万円で、事業期間が平成２８年度までの７年間で事業の完成を目指

します。本年度の三瀬谷地区につきましては、水源から水を引く導水管を約２８０

０メートル布設する工事等を行います。日進・川添地区につきましては、配水池の

用地の購入及び配水管を約５９００メートル布設する工事等を行ってまいります。

このことから、大台町簡易水道事業を推進するため、歳入歳出それぞれ８億２５７

８万８０００円を計上いたしました。 

 歳入の主なものといたしましては、水道使用料及び手数料として１億９２８３万

２０００円、簡易水道国庫補助金１億５５０７万６０００円、一般会計繰入金２億

１４４５万円、繰越金３００万円、新規加入納付金２３１万円、町債といたしまし

て簡易水道事業債２億５８００万円を計上いたしました。 

 歳出では、一般管理費といたしまして、職員給料、量水器検針委託料等合わせて

７９０６万４０００円を計上いたしました。 

維持費につきましては、各簡易水道施設・機器の光熱水費１８３７万円、修繕費

５３０万円、単価契約による小規模水道施設修繕費７９０万円、各簡易水道施設の

機械電気設備保守点検業務委託料４３５万９０００円、水道施設保守点検管理委託

料４７２万５０００円、水道配管図管理システムデータ更新業務委託料１７９万６

０００円、計量法に伴うメーター取替工事１６０万円、及び原材料費１６０万円、

維持管理用備品購入費１４０万円など総額５３７０万３０００円を計上いたしまし

た。 

 新設改良費では、新宮川橋架替に伴う配水管布設替え工事設計業務委託料２２３

万円、大台町簡易水道統合整備事業三瀬谷地区・日進川添地区測量設計委託料３４

４４万円及び春日谷水質流量調査業務委託料７７万２０００円、三瀬谷地区・日進

川添地区統合簡易水道事業工事費として３億８５３５万円、大谷ろ過池・菅合ろ過

池砂取替工事２６４万７０００円及び統合簡易水道事業に係る公有財産購入費２５

０万円、立木補償費３５０万円など総額４億３１８２万５０００円を計上いたしま
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した。 

 このほか、公債費といたしまして元金２億７２７万２０００円、利子５３９１万

４０００円、合わせて２億６１１８万６０００円を計上いたしました。 

 大変厳しい経済状況ではありますが、簡易水道統合整備事業の完了を目指し、町

民みなさまのご理解、ご協力をいただきながら、安全で良質な水の安定供給を行う

ため、より一層簡易水道事業の整備推進に取り組んでまいります。 

住宅新築資金等貸付事業特別会計でございます。 

住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、歳入歳出それぞれ４７５万９０

００円計上いたしました。 

貸付金収入につきましては、現年度分元金２７０万１０００円と利子３９万２００

０円、及び過年度分元金９８万９０００円と利子１９万９０００円を見込みました。 

県支出金では、貸付助成事業費補助金として２１万６０００円を見込むとともに、

繰入金として一般会計から２６万円の繰入を計上いたしました。 

歳出につきましては、電算機器等のシステム使用料５９万３０００円のほか、借

入金の償還金元金３２８万３０００円と利子８３万８０００円が主なものでござい

ます。 

現在は、償還業務のみとなっていますが、特に過年度分の滞納整理につきまして

は、文書による催告のほか、戸別訪問、面談等により粘り強く納付勧奨を行ない、

滞納減少に向けより一層の努力をしてまいります。 

老人保健事業特別会計でございます。 

老人保健事業につきましては、平成１９年度をもって終了いたしましたが、支払

基金・国保連合会においてレセプトの再審査等の業務が行われているため、法律に

より３年間特別会計を設けることとしております。 

本年度予算額は歳入・歳出それぞれ４００万１０００円を計上いたしました。 

まず歳入ですが、支払基金・国庫支出金等につきましては実績により翌年度精算

されるということで、本年度収入が見込めないため、一般会計からの繰入金として

３９９万４０００円を計上いたしました。 
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歳出では、一般管理費の電算委託料等で９３万１０００円、医療給付費につきま

しては支払基金・国保連合会において再審査中の支払額が不明のため、国保分・社

保分を合わせて２９０万円、医療費支給費で１０万円をそれぞれ計上いたしました。 

なお、本事業会計は、３年目となるため、本年度をもって終了でございます。 

介護保険事業特別会計でございます。 

介護保険事業につきましては、平成２１年度から平成２３年度までの第４期介護

保険事業計画期間として、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、

高齢者の自立した生活を地域全体で見守り支えるための施策・事業を展開してまい

ります。具体的には、地域包括支援センターやケアマネジャー等との連携強化や、

介護予防事業による介護予防支援教室やいきいき教室、また、特定高齢者施策の運

動機能向上教室や栄養改善教室等を行ってまいります。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ１１億４１４９万４０００円とし、歳入では、第

１号被保険者の保険料を１億５５９６万９０００円、国庫支出金では、介護給付費

国庫負担金１億９２２９万３０００円と前期・後期による高齢者数、認定者数、所

得段階別数により交付される調整交付金９９６６万７０００円、支払基金介護給付

費交付金３億２５０２万１０００円、介護給付費県負担金１億５９８０万５０００

円、一般会計繰入金１億６６８６万４０００円、基金繰入金２１７４万４０００円

などを計上いたしました。 

次に、歳出でございますが、松阪市へ委託をしております介護認定審査会費とし

て７２０万６０００円、医師の意見書や訪問調査費に５３７万４０００円を計上い

たしました。 

保険給付費では、居宅介護サービス給付費が３億５１６８万５０００円、施設介

護サービス給付費は、施設入所者の増加により４億２９５９万２０００円、地域密

着型介護サービス費は、グループホームの新設により１億１７２９万９０００円を

計上いたしました。また、要支援１２にかかる介護予防サービス費として総額３６

８３万円を計上いたしました。 

高額介護サービス費につきましては、高額医療介護合算を含め３２４７万２００
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０円を、特定入所者介護サービス等費では５８０８万８０００円を計上いたしまし

た。 

地域支援事業費では、介護予防特定高齢者施策事業費として運動機能向上教室や

栄養改善事業等で３１５万２０００円、介護予防一般高齢者施策として介護予防支

援教室やいきいき教室等の事業費２００４万７０００円を、また、地域包括支援セ

ンターなどにかかる事業費として１８２７万１０００円を計上いたしました。高齢

者が健康でできるだけ介護を必要としない生活を続けられるための介護予防事業や、

また、介護が必要となった場合、安心してサービスを受けていただけるよう包括支

援センターを中心に総合相談事業やネットワークづくり等に努めてまいります。 

生活排水処理事業特別会計でございます。 

生活排水処理事業につきましては、宮川の清流を守り、集落の健全な発達と公衆

衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質及び生活環境の保全を図るため、下水道地

域では、下水道への加入の促進に努めると共に、昨年度より大台地域でも事業を実

施しております浄化槽市町村整備推進事業の促進を行い、適正な維持管理経営が行

えるよう取り組んでまいります。両事業実施に要する経費等、事業推進のため歳入

歳出それぞれ３億７０２０万６０００円を計上いたしました。 

歳入の主なものは、浄化槽使用料の３６７２万８０００円、下水道使用料３８０

１万２０００円、分担金及び負担金では、６０基分の浄化槽設置に伴う分担金９０

０万円を計上いたしました。 

浄化槽整備事業分の国庫補助金２０６２万３０００円、浄化槽整備事業県補助金及

び下水道整備事業県補助金合わせて１３４０万３０００円、一般会計繰入金２億３

５１万９０００円、町債につきましては、下水道事業債４８６０万円を計上いたし

ました。  

 歳出の総務費につきましては、地域推進委員の協力により事業を推進していくた

めの経費と浄化槽市町村整備推進事業に必要な諸経費及び浄化槽事業の減債基金並

びに下水道の機械設備を更新するための基金を計上するとともに、消費税納付金で

は、今年度の使用料に対する消費税が工事費に係る消費税より上回ることから消費
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税を納める必要が生じてまいりましたので、消費税納付金を両事業に盛り込み、浄

化槽整備事業費として１９２万７０００円、下水道事業費７７０万９０００円を計

上いたしました。 

 施設費につきましては、浄化槽整備事業で今年度６０基の合併処理浄化槽を整備

するために必要とする測量・設計積算委託料６５０万円を計上し、合併処理浄化槽

を設置するための工事請負費７９２５万円を計上いたしました。 

 下水道事業では、委託料として一級河川宮川の水質調査４ヶ所２０万円を計上し、

工事請負費として公共マス設置及び取り付け管工事を実施する経費として１５０万

円を計上しました。 

 維持費につきましては、浄化槽整備事業で浄化槽の法定検査及び保守点検など維

持管理のための委託料３５２９万５０００円及び浄化槽ブロア電気使用料６８７万

７０００円など合わせて４８４１万円を計上いたしました。 

 下水道事業では、下水道施設の機能を長期間にわたって保持するための維持管理

委託料及び寄付採納分浄化槽の維持管理費など合わせて４３４５万円を計上いたし

ました。 

 このほか、両事業分の公債費といたしまして元金１億２３９９万３０００円、利

子２２６４万８０００円合わせて１億４６６４万１０００円を計上いたしました。 

 生活排水処理事業は、生活環境の改善と福祉の向上の両面から推進させていただ

く事業であります。高齢化に加え厳しい経済状況ではありますが、住民の皆様のご

理解をいただきながら、浄化槽整備事業並びに下水道事業に取り組んでまいります。 

後期高齢者医療事業特別会計でございます。 

後期高齢者医療事業につきましては、これまで制度改正等により被保険者の皆様

には、大変ご迷惑をおかけいたしました。現内閣の方針によりますと後期高齢者医

療制度を平成２４年度末で廃止し、平成２５年度からの新たな制度に向けての検討

を進めているとのことでございます。 

本年度の後期高齢者医療事業予算額は、広域連合の予算編成に基づき歳入・歳出

それぞれ２億４３０７万３０００円計上いたしました。 
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歳入の保険料につきましては、２年で見直されることとなっており、今回、医療

費の伸びや若年人口の減少による負担率の増加、前回の算定が２３カ月であったこ

とによる増加、被保険者の所得の減少が見込まれることなどが要因となり、全国ベ

ースで１４.２％増加することが見込まれておりますが、三重県では、剰余金や財

政安定化基金の繰り入れにより上昇抑制を講じました。その結果、均等割で４２

円・所得割で０.０４％の増加に抑えることができました。大台町では、一人当た

りの保険料は、県内でも最も低い保険料負担となっており、特別徴収・普通徴収合

わせて１５６万２０００円減額の７０４６万８０００円を計上し、繰入金では、療

養給付費繰入金１億２３４７万１０００円、基盤安定繰入金３８６１万５０００円、

広域連合事務費繰入金６２８万円など１億７２２９万９０００円を計上いたしまし

た。 

歳出では、総務費の一般管理費で電算委託料等１５１万６０００円、徴収費で６

５万１０００円、広域連合費で療養給付費納付金１億２３４７万１０００円、保険

料納付金７０４６万９０００円、基盤安定納付金３８６１万５０００円、事務費納

付金６２８万円等を合わせて２億４０５５万１０００円、また、保険料還付金に３

０万円計上いたしました。 

今後とも、本事業が、被保険者の皆様にご理解がいただけるよう事業の推進を図っ

てまいります。 

国民健康保険病院事業会計でございます。 

報徳病院事業につきましては、町民の皆様が健康で安心して生活がおくれるため

に、なくてはならない身近な医療機関として、その責務を痛感いたしておりますが、

医療界を取り巻く環境はいまだに厳しく、特に自治体病院にあっては医師不足によ

る地域医療の崩壊、経営の悪化、国による公立病院改革の動きが大きく取り上げら

れてまいりました。こうした中、報徳病院の存続は、健全経営なくしてはあり得な

いとの思いから、これまでに医薬分業の導入、給食業務の民間委託、患者様の利便

を図るための土曜診療、患者送迎バス事業を実施するほか、病院広報誌の発刊によ

り病院情報の発信に努め、報徳病院への信頼や存在価値を高める努力をし、患者様
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の利用と収入の増加を図ってまいりました。本年度も引き続き健全経営に向け一層

の努力をしてまいります。 

診療業務につきましては、医師不足が深刻な中で引き続き三重県から内科医師１

名の派遣を受け、内科医師３名の常勤診療体制を維持しつつ、半日診療ではありま

すが整形外科週１回、眼科週１回の診療業務を引き続き行うとともに、様々な患者

様のニーズにお応えするため、訪問診療や訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護

など在宅医療を積極的に支援してまいります。 

こうした中で、本年度の事業目標は年間入院患者数９３００人、外来患者数３万３

３００人を見込みました。 

事業収支につきましては、収益的収入及び支出をそれぞれ５億４１５５万２００

０円計上いたしました。収入の主なものは、入院収益では前年度より１０８６万４

０００円減額の１億８０４２万円、外来収益では前年度より１５０３万円減額の２

億２９７７万円を計上いたしました。 

その他の医業収益では、特定健診や各種がん検診などの受託業務や施設診療受託

料などについて前年度より８万円増額し４０４５万７０００円を計上いたしました。 

町からの運営補助金につきましては、３０００万円増額の８０００万円を計上いた

しました。 

次に支出の主なものは、給与費では職員の定期昇給などにより前年度より８６１

万２０００円増額の３億５２８７万８０００円とし、材料費では前年度より５００

万円減額の９９６２万６０００円とし、経費では医師看護師の確保を図るための医

師看護師環境整備事業費３１０万円の増額など前年度より３１２万７０００円増額

の５７３４万７０００円を計上いたしました。 

資本的収支につきましては、収入において企業債償還元金と施設整備に対する町

補助金２７３８万１０００円、医療備品購入に伴う国庫補助金１７０万７０００円、

企業債２５０万円合わせて３１５８万８０００円を計上いたしました。 

支出につきましては、器械備品購入費として大腸ビデオスコープ、リハビリ訓練用

のエルゴサイザーなど５５７万６０００円、車両購入費では訪問リハビリに使用す
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る車と患者送迎に使用する車の購入費４６４万４０００円、企業債元金の償還金２

１３８万２０００円を合わせて前年度より４５４万９０００円減額の３１６０万２

０００円を計上いたしました。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額１万４０００円は、当年度損益勘定留保資金で補填することといたしておりま

す。 

最後になりましたが、地方の自治体を取り巻く環境は、過疎化に伴い急速に進む

人口減少と少子高齢化の進展、長引く不況など、依然として厳しいものばかりです。 

本町においても、産業の振興、森林の適正管理や農地の保全、医療・介護等の保健

福祉対策、子育て支援と教育、生活環境や環境保全への取り組み、安全･安心の確

保など緊急かつ重要な行政課題が山積しています。 

時代がめまぐるしく変化し、厳しい現実があるなか、これらの行政課題の解決は、

どれをとりましても一朝一夕にはいかないものでありますが、引き続き、誠心誠意

町民の皆様の思いを肌で感じるように努め、共に手を携えながら、早急かつ着実な

課題の解決に向けて、全力を傾注して参りたいと考えております。 

大台町は、豊かな地域資源を活かしながら、多くの先人たちの礎のうえに歴史、

伝統、文化、産業を育み、発展してまいりました。先人たちの想いが詰まったこの

町を受け継ぎ、今ここに暮らす町民の皆様が「住んでよかった」「ずっと住み続け

たい」と想えるまちづくりを、そして町外で暮らす人々が故郷を誇りに想えるまち

づくりを目指し、私は引き続き、議会や町民の皆様との対話を重ね、多くの力を結

集しながら、全身全霊を傾けて取り組むことをお約束します。 

どうか、議員の皆様をはじめ、町民の皆様には、これからも引き続き温かいご支

援とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、２期目に臨む私の所信とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

○議長（大西 慶治君） 以上で、町長の施政方針説明を終わります。 

 

  議案第９号の上程 
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○議長（大西 慶治君） 日程第５ 議案第９号「大台町放課後児童クラブ施設

条例の制定について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（尾田 秀樹君） 議案第９号「大台町放課後児童クラブ施設条

例の制定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、三瀬谷地区学童保育施設設置にあたり、条例を制定するものです。 

条例の内容につきましては、第１条で設置、第２条で名称及び位置ということで、

現在、三瀬谷小学校地内へ建設中です。第３条で管理及び運営、第４条で利用の内

容、第５条で委任ということで提案をさせていただきます。 

なお、条例の施行日につきましては、建物の完成予定等が確定でないため規則で

定める事といたしました。 

よろしく御審議いただき、ご承認賜わりますようお願いいたします。 

 

  議案第１０号の上程 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第６ 議案第１０号「大台町委員会の委員等の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（高西 立八君） 議案第１０号「大台町委員会の委員等の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 平成２０年度に行いました同報系の防災行政無線の統合整備による始神高中継局

への高圧受変電設備の設置に伴い、平成２２年４月１日から専任の電気主任技術者

の任用が必要となりました。 

当該主任技術者の任用につきましては、経済産業省との協議をふまえ、業務量など
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の勤務条件を考慮した結果、非常勤職員として任用することが適当と判断いたしま

した。 

このため、非常勤職員へは、地方自治法第２０３条の２の規定により、条例による

報酬を支給することになりますので、条例別表第１に電気主任技術者の項を追加し、

月額１５万円の報酬額を定める改正でございます。 

 よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

  議案第１１号の上程 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第７ 議案第１１号「大台町長及び副町長の給料

及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（高西 立八君） 議案第１１号 大台町長及び副町長の給料及び旅

費等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の御説明を申し上

げます。 

例規集は５７０１から５７１７ページをご覧ください。 

町長及び副町長の給料につきましては、それぞれ１０％及び５％の給料カットを

しておりましたが、平成２２年度も厳しい社会経済であることから、特別職の政治

姿勢としまして、この措置を引き続き継続することが適当であるとして、減額支給

を平成２３年３月３１日まで延長するものであります。 

御審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

  議案第１２号の上程 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第８ 議案第１２号「大台町教育委員会教育長の給

与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（高西 立八君） 議案第１２号「大台町教育委員会教育長の給与及び

勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

例規集は５７１９ページをご覧ください。 

教育長の給料につきましても、２％の給料カットをしておりましたが、町長、副

町長と同様、この措置を引き続き継続することが適当であるとして、減額支給を平

成２３年３月３１日まで延長するものであります。 

御審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

  議案第１３号の上程 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第９ 議案第１３号「大台町福祉医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝 安浩君） 議案第１３号「大台町福祉医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例」につきまして 提案理由のご説明を申し上げます。 

例規集は３４１ページを、新旧対照表は、定例会資料１ページをご覧ください。 

今回の改正につきましては、町長施政方針で申し上げましたように、子育て支援

の一環として子どもたちの健やかな成長を願い、乳幼児の医療費助成について「６

歳に達する日以降の最初の３月３１日までの対象者」であった者を「１５歳に達す

る日以降の最初の３月３１日までの対象者」に拡大するものであります。それに伴

い、「乳幼児」を「こども」に改正するものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。 
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  議案第１４号の上程 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第１０ 議案第１４号「大台町みんなで育む心豊か

な環境づくり条例をの一部を改正する条例について」を議題とします。 

本案についての提案理由の説明を求めます。 

生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 議案第１４号「大台町みんなで育む心豊かな環

境づくり条例の一部を改正する条例」につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

例規集は３１０５ページ、新旧対照表は定例会資料２ページをご覧ください。 

環境保全を審議していただくために、より専門的な識見を有する方の意見をいた

だきたく人員を１０名以内から１５名以内に改正するものでございます。 

よろしくご審議のうえ、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

  議案第１５号の上程 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第１１ 議案第１５号「大台町簡易水道給水条例の

一部を改正する条例について」を議題とします。 

本案についての提案理由の説明を求めます。 

生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 議案第１５号「大台町簡易水道給水条例の一部

を改正する条例」につきまして提案説明を申し上げます。 

例規集は１３５１３ページ、新旧対照表は定例会資料３ページをご覧ください。 

大台町簡易水道統合事業を実施いたしますことから、給水区域の統合を行う必要

があるため三瀬谷地区の４簡易水道を１つに、また日進川添地区の３簡易水道を１

つに統合するために改正するものでございます。よろしくご審議のうえ、ご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（大西 慶治君） お諮りします。日程第１１ 議案第１５号は質疑を省略
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し、産業建設常任委員会に付託し審査をしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西 慶治君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第１１ 議案第１５号は質疑を省略し産業建設常任委員会に付

託し審査することに決定しました。 

 

  議案第１６号～議案第２４号の上程説明省略 

 

○議長（大西 慶治君） 

日程第１２ 議案第１６号 平成２２年度大台町一般会計予算 

日程第１３ 議案第１７号 平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第１４ 議案第１８号 平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計予算 

日程第１５ 議案第１９号 平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 

日程第１６ 議案第２０号 平成２２年度大台町老人保健事業特別会計予算 

日程第１７ 議案第２１号 平成２２年度大台町介護保険事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第２２号 平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会計予算 

日程第１９ 議案第２３号 平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別会計予

算 

日程第２０ 議案第２４号 平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計予算 

を一括議題とします。 

 お諮りします。 

 日程第１２ 議案第１６号から、日程第２０ 議案第２４号については、さきほ

ど町長の施政方針及び主要事項説明がありましたので、会議規則第３９条第２項の

規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 
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           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西 慶治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第１２ 議案第１６号から、日程第２０ 議案第２４号の提案

理由の説明を省略することに決定しました。 

 

    議案第１６号～議案第２４号の委員会付託 

 

○議長（大西 慶治君） お諮りします。 

 日程第１２ 議案第１６号から、日程第２０ 議案第２４号までは、質疑を省略

し、総務教育民生常任委員会に付託し、審査したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（中西  康雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第１２ 議案第１６号から、日程第２０ 議案第２４号までは、

質疑を省略し、総務教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 

  発議第１号の上程、委員会付託の省略 

 

○議長（大西 慶治君） 日程第２１ 発議第１号「核兵器の廃絶と恒久平和を求

める意見書（案）」を議題とします。 

 お諮りします。 

 提出者に趣旨説明をさせたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西 慶治君） 異議なしと認めます。 

 よって、提出者に趣旨説明を求めます。 

 直江修市議員。 
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○６番（直江 修市君） 今の地球上に２万３０００発を超える核兵器が備蓄配備

されているとのことであります。この核兵器の廃絶は人類にとって死活的に重要な

緊急の課題です。核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書案については、既に読ん

でいただいているものと思います。 

世界は今まさに核兵器廃絶に向けて歴史的な転換点に差しかかっております。核

不拡散条約は米・英・露・仏・中の５カ国だけに核兵器保有を認め、他の国への核

兵器拡散を禁止しておりますが、締約国は核兵器廃絶に向けて誠実に交渉を行うこ

と義務づけられております。この５月にニューヨークにおいて、核不拡散条約再検

討会議が開催されます。 

広島、長崎、両市と世界の３３９６都市が加盟する平和市長会議では、２０２０

年までに核兵器を廃絶するための具体的な道筋を示した広島、長崎議定書が核不拡

散条約再検討会議で採択されることを目指しております。 

意見書はこのことに賛同し、国会及び政府が会議において、同議定書を議題とし

て提案し、採択に向けて指導的役割を果たすことを求めております。 

当町は非核平和宣言をしております。広島市長の秋葉忠俊氏が住民と自治という

雑誌に投稿しておるんですけれども、この中で平和をつくっていく上で大事なのは、

国と国との間での交渉を外交官や国の幹部だけに任せるのではなく、市民が参加す

る参加型外交を展開することであり、つまりこれから世界を動かし人類の未来を決

定していくのは、その地球に生きる私たち一人一人ということであるというふうに

言われております。 

 また私たちの世代が核兵器を廃絶しなければ、次の世代への最低限の責任を果た

したことにはならないというふうにもおっしゃられております。 

 議員各位には今申しましたような強い思いを持って御起立をいただきますようお

願いをいたしまして、趣旨説明とさせていただきます。 

○議長（大西 慶治君） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「な  し」と呼ぶ声あり） 
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○議長（大西 慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西 慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから発議第１号の採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

 発議第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （全員起立） 

○議長（大西 慶治君） 起立全員です。 

 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（大西 慶治君） しばらく休憩します。 

 再開は午後１時００分とします。 

                         （午前１１時４５分） 

 

○議長（大西 慶治君） 休憩前に続き会議を開きます。 

                         （午後 １時００分） 

 

   一般質問 


